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午前９時５６分  開会前 

 

事務局長 （浅野喜高君） 

皆さん、おはようございます。 

会議に入る前に皆様にご紹介させていただきます。 

去る11月７日に宮城黒川地方町村議会議長会長から、地方自治功労とし

て、髙平聡雄議員、秋山富雄議員、堀籠日出子議員の３名の方々が表彰を

受けられましたので、ご紹介いたします。 

それでは、地方自治功労として表彰されました３名の方々に対し、議会

を代表いたしまして大須賀議長からお祝いの言葉を申し上げます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

皆さん、おはようございます。 

本日平成23年12月定例会の開会に当たり、議員各位のご臨席のもとに、

去る11月７日に宮城黒川地方町村議会会長より髙平聡雄議員、秋山富雄議

員、堀籠日出子議員の３名の方々が地方自治功労として表彰されました。
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このことに対し議会を代表いたしまして一言お祝いの言葉を申し上げます。 

表彰を受けられました議員各位におかれましては、長年にわたり町議会

議員として在職され、豊かな識見と尊い経験、そして卓越した手腕を持っ

て地方自治の発展に貢献されました。その功績に対して表彰に浴されたの

であります。このことは、本人はもとより議会の名誉でもあります。 

ここに、町勢発展と住民福祉の向上に寄与されましたご功績に対しまし

て衷心より敬意と祝意を申し上げるものであります。 

受賞者各位におかれましては、今後一層ご自愛の上、地方自治の限りな

い進展のためにご活躍されますよう心からご祈念申し上げ、簡単でありま

すがお祝いの言葉にいたします。 

平成23年12月13日、大和町議会議長大須賀 啓。 

大変おめでとうございます。（拍手） 

 

事務局長 （浅野喜高君） 

ここで、受賞されました３名の議員を代表いたしまして、髙平聡雄議員

より御礼のごあいさつがあります。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

一言お礼のごあいさつを申し上げます。 

このたび秋山富雄議員、堀籠日出子議員、不肖私、町議会議員勤続11年

のゆえをもちまして、表彰決議の栄誉を賜りましたことはまことに感謝感

激にたえない次第でございます。これは全く理事者各位、町議会議員諸兄

並びに関係各位の長年にわたる格別のご指導、ご鞭撻のたまものでござい

まして、衷心より厚くお礼申し上げます。 

栄誉の本日を契機といたしまして、町勢発展のために一層精進いたした

い覚悟でおります。皆様におかれましては、今後とも変わらざるご支援と

ご指導を賜りますようお願い申し上げまして、極めて簡単でございますが

お礼のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。（拍

手） 

 

事務局長 （浅野喜高君） 
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以上で紹介を終わります。おめでとうございました。 

 

 

午前１０時０１分  開  会 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

ただいまから平成23年第７回大和町議会定例会を開会いたします。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                           

日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、７番秋山富雄君

及び８番堀籠日出子さんを指名します。 

                                           

日程第２「会期の決定について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

日程第２、会期の決定についてを議題にします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から12月16日までの４日間にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

   「異議なし」と呼ぶ者あり 

異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月16日までの４日間に

決定しました。 

諸般の報告を行います。 

議長としての報告事項は、印刷してお手元に配付しているとおりです。

ご了承ください。 

町長より召集のあいさつがあります。町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

皆さん、おはようございます。 

大和町議会定例会開会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。 

本日ここに平成23年第７回大和町議会定例会が開会され、平成23年度各

種補正予算を初め提出議案をご審議いただくに当たりまして、その概要を

ご説明申し上げますので、議員皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

初めに、ただいま大須賀議長からご紹介がありましたが、宮城黒川地方

町村議会議長会から自治功労表彰を受けられました髙平聡雄議員、秋山富

雄議員、堀籠日出子議員におかれましては、まことにおめでとうございま

す。町民を代表いたしまして心からお祝いを申し上げます。 

そして、皆様の長年のご労苦に対しまして改めて敬意を表しますととも

に、今後のますますのご活躍をご祈念申し上げる次第でございます。本当

におめでとうございました。 

さて、旧大和町役場跡地に民設民営移行での建設を予定しておりました

が、大和町保育所運営事業者につきましては社会福祉法人柏松会に決定い

たしました。 

当該法人は、仙台市の民設民営保育所１カ所を含んだ認可保育所２カ所

の運営実績のほか、特別養護老人ホームやデイサービスセンター、居宅介

護支援事業所等社会福祉事業全般の経営実績を有しております。 

今後は、平成25年４月の開所に向け、保育所建築着手に向けて準備を進

めておりますし、合同保育事業を平成24年度に行いまして、円滑な移行に

向けました準備を予定しておりますが、今般、建設等に係ります補助金に

つきまして予算計上をしているところでございます。 

なお、詳しくは本日、本会議終了後に予定していただいております全員

協議会におきましてご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

次に、ＫＨＢ東日本放送で実施されております「2011みやぎふるさとＣ

Ｍ大賞」におきまして、今回本町のＣＭ制作グループの皆さんが、タイト

ル「縁結びの里 大和町」として制作いたしました作品を応募いたしまし

たところ、特別賞の演出賞を受賞いたしました。制作グループの皆様には、
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大和町のすばらしいＣＭをつくっていただきましたことに感謝を申し上げ

ますとともに、心からお祝い申し上げたいと思います。 

なお、審査会の模様につきましては、１月３日に東日本放送の番組で放

送されますが、演出賞の副賞といたしまして、本町のＣＭ作品が平成24年

の１年間に30回、東日本放送で放送されることになりましたのでご報告を

申し上げたいと思います。 

次に、本町の人口についてでございますが、昨年10月に２万5,000人を

突破したところでございますが、本年11月末には２万6,000人を突破いた

しております。これは杜の丘地区や吉岡南地区等への転入者増加によると

ころが大きな要因となっております。 

第４次総合計画の将来フレームの平成35年、人口３万人に向けまして着

実な歩みが感じられるところでございました。豊かな自然と共生し、輝く

未来に向けて躍進する「みやぎの中核都市・大和」を目指したまちづくり

になお一層邁進していかなければならないと思いを新たにしておるところ

でございます。 

次に、平成24年度予算編成についてでございますが、現在、主要事業ヒ

アリング及び編成方針に基づく予算の財政課ヒアリング、調査等を行って

いるところでございます。 

国の予算につきましては、概算要求の段階では３年連続で過去最大規模

となっている状況にございますが、地方交付税の出口ベースでの規模は総

額17兆1,000億円と、対前年度比で1.6％の減と厳しい状況が予想されてお

るところでございます。さらに、東日本大震災への対応のため、国の各省

庁におけます具体の施策が見えない状況での編成作業となっております。 

このような中で町の新年度予算編成をスタートしているところでござい

ますが、編成に先立ちまして、24年度から26年度までの中期財政見通しを

作成し、その見通しに立って重要事業、主要事業の順に骨格を定め、その

後、経常経費等の積み上げにより編成を行うことにいたしました。 

中期財政見通しでは、来年度の財政収支が最も厳しい見込みとなってお

りますことから、各種特定財源の活用による事業実施や事業の厳選、優先

順位を定めて計画検討を行うよう指示しているところでございます。 

それでは、本日提出しております議案につきまして、その概要をご説明
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申し上げます。 

議案第65号は、農業用施設等の災害復旧にかかわります分担金を徴収す

る事業を、本年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震災害復旧事業及

び９月20日から21日に発生した台風15号災害復旧事業に改正するものでご

ざいます。 

続きまして、議案第66号から議案第73号までの補正予算関係についてご

説明いたします。 

一般会計につきましては７億6,340万4,000円を追加し、歳入歳出予算総

額を106億4,784万5,000円とするものでございます。 

それでは、歳出の主なものについて申し上げます。 

総務管理費は、宮床山田地区の国有部分林の伐採により、分収金配布ご

ざいましたので、造成植林に当たった部分林組合に契約に応じた交付金を

計上、徴税費は、町民税の還付金の追加を計上しており、選挙費につきま

しては、各種選挙執行費用の確定によります減額の措置をいたしておりま

す。 

民生費は、介護保険事業勘定特別会計の事業費繰出金及び先ほどご報告

申し上げました民設保育所建設に要します補助金並びに災害援護資金貸付

金の追加分を措置しております。 

土木費は、道路台帳作成経費と国の制度貸し付けであります保留地取得

金貸付金を、消防費は震災によります県市町村非常勤消防団員補償報償組

合に対します負担金引き上げ分、及び小型動力ポンプつき軽積載車購入費

とともに、大震災の記録印刷費用を措置しております。 

教育費は、私立幼稚園就園奨励費の追加と災害対応救援破損いたしまし

た総合運動公園の屋外施設等の修繕経費を措置しております。 

災害復旧費は、台風15号災害復旧経費といたしまして、公共土木施設災

害復旧費、農林水産施設災害復旧費及び文教施設災害復旧費で１億2,064

万8,000円を地震災害復旧費といたしまして２億6,764万円を措置しており

ます。 

以上が歳出の主なものでございますが、これらの経費に充てます財源と

いたしましては国・県支出金３億6,261万7,000円、町債２億3,810万円、

繰越金5,680万2,000円、諸収入5,286万3,000円、町たばこ税2,000万円ほ
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かをもって充てることといたしております。 

なお、震災復旧経費に対します町債は特別交付税に切りかえの方向とな

っておりますが、対象等の詳細未確定のため、今回の追加分においても町

債の措置を行っております。 

次に、特別会計についてでございますが、国民健康保険事業勘定及び介

護保険事業勘定特別会計は、保険給付費見込み額等によりおのおの調整を、

後期高齢者医療特別会計は、震災被災者還付金、下水道事業特別会計及び

農業集落排水事業特別会計並びに個別合併処理浄化槽特別会計は、消費税

や公債費確定見込みにより事業費調整を行っております。 

水道事業会計は、収益的支出では固定資産除去費の計上、資本的支出で

は震災の影響によります管工事費の減額を措置したものでございます。 

なお、11月臨時会におきましてご可決賜りました給与条例等の改正によ

ります給与改定経費を各会計科目に措置しておりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

続きまして、議案第74号から議案第79号につきましては、ダイナヒルズ

公園、七ツ森公園ふれあいの里、七ツ森陶芸体験館、四十八滝運動公園、

都市公園条例に基づきます26カ所の公園、認知症高齢者グループホーム及

びデイサービスセンターの指定管理者の指定期間が平成24年３月31日で満

了するため、平成24年４月１日から指定管理者の更新を行おうとするもの

でございます。 

なお、今会期中に人事案件を追加させていただく予定としておりますの

で、あらかじめご了承をお願い申し上げます。 

以上が今回提出いたしております議案の概要でございますが、何とぞ慎

重にご審議をいただき、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、あい

さつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

                                           

日程第３「一般質問」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

日程第３、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。３番伊藤 勝君。 
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３  番 （伊藤 勝君） 

皆さん、おはようございます。 

通告に従いまして３件、４要旨でご質問いたします。 

まず初めに、地域経済と雇用の活性化についてお伺いします。 

昨今の世界的な景気低迷の中、政府の「コンクリートから人へ」の方針

のもと、大幅な公共投資の削減により地元企業が疲弊し、大変厳しい環境

のもとに置かれております。地元雇用の場も少なくなっている状況にあり

ます。 

また、自治体と災害協定を結ぶ全国の建設業者の数は、この10年で３分

の２に激減、災害対応に必要な重機を自社で保有する業者も減っている。

東日本大震災では、地元企業の皆様に災害復旧に取り組んでいただいた。

災害復旧には人（オペレーター）、物（資機材）、指揮官（経験者）の３

セットが不可欠であり、公共事業の従事者がいなくなるということは、地

域の安全・安心を確保する担い手が消えることになります。これまで建設

業が担ってきた災害対応力が揺らいでいる現状は厳しいものがあります。

次の点について町長の所見をお伺いいたします。 

１、国の公共事業削減の行き過ぎた中で、雇用創出、地域活性化のため

にも地域に仕事をつくり、公共施設の耐震化など、命を守る公共事業の優

先発注や社会資本の整備を前倒しして実施すべきと考えるが、町長の所見

をお伺いします。 

地域経済と雇用を活性化させて税収を増税させることは急務です。その

ためには、地域経済を担う地元企業が適正な価格で仕事がとれ、そこで働

く従業員の方たちの生活ができる給料がきちんと保障されることが必要で

す。公平・公平な入札制度と地元業者優先の工事発注の取り組みについて

お伺いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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それでは、伊藤議員のご質問にお答えをします。 

伊藤議員お話しのとおり、世界的な経済不況、金融不安が日本経済に大

きく影響しておりまして、国内の経済活動は、長引く景気低迷によりまし

て大変厳しい状況に置かれております。このことによりまして、国家財政

はもとより、地方財政も厳しい状況下にあり、国では多くの公共事業が見

直しをされております。特に建設産業を取り巻く状況は、建設投資額が

年々減少しまして、倒産件数も業種別で最も高く、建設労働者の減少・高

齢化が著しく厳しいものがあると認識しております。 

また、地域建設業は地域経済・雇用を支え、インフラの維持管理や災害

対応、除雪業務など、地域社会の維持に不可欠な役割を担っていただいて

おりまして、地域建設業の疲弊が地域社会の衰退につながらないように双

方で努力していくことが必要であると考えておるところでございます。 

このような中で、３月11日の東北地方太平洋沖地震では、本町でも一般

住宅を初め公共インフラに大きな被害をこうむったところでございますが、

特に道路や上下水道の復旧には町内外の多くの建設業の皆様方に寒い中、

また、ガソリンや軽油の調達が大変厳しい中で懸命の復旧作業に当たって

いただき、おかげさまでいち早く町民の皆様が日常生活を取り戻すことが

できたところでございまして、深く感謝申し上げるところでございます。 

町内の道路や下水道、農業施設などの本格復旧はまだ途上にございまし

て、今後も町内の建設業者を初め多くの関係者にご協力をお願いするもの

でございます。 

ご質問の公共事業の優先発注、社会資本の前倒し実施についてでござい

ますが、今回の震災を教訓として町民の生命、財産を守る社会資本の整備

に力を入れていくことは当然でございまして、国の復興財源を活用し、よ

り安全・安心な町土を築いてまいりたいと考えている所存でございます。 

一方、厳しい財政状況も現実にございますことから、施策の実施に当た

りましては緊急性や優先性を見きわめながら行ってまいりたいと、このよ

うに考えているところでございます。 

次に、公平・公平な入札制度と地元業者優先の工事発注の取り組みに関

するご質問にお答えします。 

入札制度につきましては、その財源が税金で賄われるものでございまし
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て、より良質で、しかもより安価なものを調達するための手段として、競

争性・透明性・経済性にすぐれたものとして地方自治法の定めにより実施

しているものでございます。この中には、議員ご質問のとおり地域活性化

の観点から地元企業が受注して地域経済に貢献することを求めているもの

が含まれております。これは総合評価落札方式について、地域貢献度の評

価項目の中に営業拠点、雇用者の居住地、町内業者の活用など、地元業者

を優先する配点としておりまして、また、社員の中に２名以上の消防団員

が入団している消防団協力事業所につきまして総合評価での加点の検討を

進めている状況にございます。こうしたことによりまして、特殊な技術等

を含む工事以外につきましては、基本的に地元優先となっているところで

ございます。 

なお、平成22年度の指名競争入札におけます工事関係の地元町内業者へ

の指名実績でございますが、533社中341社が町内業者となっておりまして、

64％の指名率となっております。また、発注状況では77件の契約件数のう

ち46件で60％、契約金額７億282万2,000円のうち４億6,923万4,000円、

67％が発注実績となっている状況にございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

これは11月23日の河北新報の記事なんですけれども、「仙台市発注工事 

落札率震災で上昇」という記事がありました。「東日本大震災の発生以降、

仙台市発注の公共事業の入札で、予定価格に対する落札価格の割合を示す

落札率の上昇傾向が続いている。３月11日から６月30日までに契約した

1,000万円以上の工事の落札率は92.9％で、2010年度の入札平均87.7％を

5.2ポイント上回った。震災から復興を急ぐために随意契約が急増し、全

体の落札率を押し上げた。期間中、契約件数は124件、一般競争入札は40

件、指名競争入札が10件。例年の件数、随意契約は３カ月余りで74件に達

し、件数は全体の６割を占めた。落札率は一般競争入札が87.8％、指名競

争入札が88.8％で、10年度とほぼ同水準だったのに対し、随意契約は
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99.2％と高率。随意契約のほとんどは震災による災害復旧工事で、予定価

格と同じ100％の契約も10件あった。地域経済の区域内の循環や雇用の確

保を図るため、市は地方自治体法令などに基づき、震災の災害復旧工事を

随意契約や指名競争入札で地元業者に優先に発注している。随意契約では

競争に欠けるため、結果的に落札率は高くなるという。市契約課は、二次

災害の懸念もあり、競争性よりも迅速な対応を重視していると説明する。

震災から８カ月が経過したが、今後も丘陵団地の多発した地すべりや擁壁

崩壊の災害復旧工事が予定され、11年度中には随意契約が多用されるとい

う見通し。一方、地元優先を意識した市の対応とは裏腹に、業者が辞退す

るなどして入札が不調となるケースが相次ぎ、11年度上半期では３割から

４割に上がった。瓦れきの撤去や被災者住宅の解体といった復旧需要が増

大し、市内業者の受注能力が限界に達しているのが原因と言う。同課は、

入札参加条例を緩和して発注するなどの対策を講じているが、落ち着くに

は年内程度の時間がかかるのでは」という記事がありました。 

本町でも入札、インターネットで見たら６回、７回、８回、９回とあり

ますけれども、６回目は９件でそのとおり入札をおりたようですけれども、

７回目は12件のうち１件、８回目のときには21件のうち７件は応札者がな

いため中止とか予定価格に達しなかったため不調という状況にあります。

また、９回目にも１件ありました。これはどういうことなのか認識してお

るでしょうか、お伺いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

ただいまのご質問、どういうことなのかということでございますけれど

も、先ほど新聞の記事、議員お話しですが、仙台市の例があったようでご

ざいますが、どの自治体も同じような状況にあるというふうに思っており

ます。規模の大小はあるにせよそのとおりでございまして、今そういった

仕事が非常に多くなっているという中で人の不足とか業者さんの不足、ま

た資材の高騰とかそういったものがございます。したがって価格的な面で
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折り合いが合わないといいますか、こちらで積算したその時期と実際の時

期と多少ずれもございますし、そういった中で資材の高騰ということも挙

げられるというふうに思います。 

それから、そのとおり仕事が非常に多くなってありますので、それぞれ

の業者さんで人的な配置について非常に難しくなっているという部分があ

る。それから状況で、繰り返しになりますけれども、今の大和町の状況も、

先ほど仙台市の状況とその金額の数とかその部分については違うところが

あるかもしれませんが、同じような状況の中で入札の不調なりそういった

状況にあるというふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

伊藤 勝君。 

３  番 （伊藤 勝君） 

どこも災害復旧で大変だということはわかります。確かに震災前も震災

後ですけれども、企業も努力していますし、そこで働く従業員の方も給料

削減や材料高騰で、どこにもしわ寄せがいかなくて、人件費がおろされる

というような状況下にあると思うんです。そういう部分でしっかり入札制

度も大事なのかなと思います。 

そこで、もう一つお伺いいたします。 

実はこれは22年９月15日に黒川商工会工業部会からの請願がありまして、

総務常任委員会に付託され、審査結果をして、町長の方に送付しているは

ずなんですけれども、その後どうなったかお伺いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

請願の件でございますけれども、皆さんから請願採択の中で受け取って

おります。本来、早く入札監視委員会とかそういったもので検討するとこ

ろでございましたが、申しわけございません、震災等がありましてそれが

延びておるところでございます。現在、まだそこにつきましては、今度の
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次の審査会を早急にといいますか、来年３月に予定をさせていただいて、

その中でまた協議をさせてもらいたいと、こちらで検討させてもらいたい

という状況にございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

ぜひ早急に協議していただきたいと思います。 

続きまして、次の質問に入ります。 

公共不動産の活用について、国・地方自治体の公社、学校、公民館など

の公共不動産、パブリックリアルエステートと称されます。各自治体の財

政が厳しい中、現在、自治体が有する公共不動産、ＰＲＥの取り扱いにつ

いて中長期的な観点から維持管理コストについての掌握・分析の必要が指

摘され、さらなる効率化、町民の利便性の向上の観点から社会の関心度が

高まっています。自治体財政の健全化へ向け、自治体が有する公的不動産

を経営的な観点からとらえ、賃貸運用や売却など、有効に活用し、最適化

を図っていく必要があります。旧警察跡地、児童館跡地など、経済の活性

化及び財政健全化を図るべく、本町におけるＰＲＥ戦略の検討、導入に向

けての取り組みについて町長の所見をお伺いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

それでは、公的不動産の活用についてのご質問でございます。 

公的不動産につきましては、地方自治法及び条例の定めるところにより

まして、管理運用を行っているところでございますが、直接、公用または

公共用に供し、または使用することを決定している行政財産とそれ以外の

普通財産に区分、管理をいたしております。 

ＰＲＥ戦略につきましては、公的不動産につきまして、公共・公益的な
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目的を踏まえつつ、経済の活性化及び財政健全化を念頭に、適切で効率的

な管理運用を推進していこうとするもので、全庁一体となった組織的かつ

秩序立った個別不動産の利活用の実施手法でございますが、現在の経済状

況や本町の財産規模、位置及び現在の地価状況等から、この手法導入での

効果についてはやや乏しいものかと判断しているところでございます。 

また、お話しのありました旧警察署跡地や児童館跡地等の普通財産につ

きましては、地域の利活用や公共的使途が見込めないものにつきましては、

現在もその売却等を含めての検討をいたしておりますが、震災対応等によ

り、今後一層、財政環境が厳しくなってきておりますので、なお有効活用

を図っていきたいと、このように考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

これは宮城県なんですけれども、インターネットに県有地処分の媒介委

託についてとか県有地売り払いのご案内、県有財産売り払い、一般競争入

札のご案内等いろいろ載っております。 

また、町有地無償貸し付けということで、宮城県加美町では、これは産

経新聞の11月23日の記事なんですけれども、「町有地無償貸し付け 宮城

県加美町」ということで、加美町は、東日本大震災で自宅に住めなくなっ

た町外居住者を対象に町有地を宅地として５年間無償で貸し付ける支援策

を打ち出し、今月中旬から募集を初め、貸付期間後は、住み続ける場合に

は土地を無償譲渡することにしており、町では定住につながればとしてお

る。貸付対象は、震災時に町外に居住し、住宅が全壊したり東京電力福島

第一原発事故の影響で自宅が警戒区域となったりした人、50歳未満の配偶

者または同居する子供がいることが条件となる。貸し付ける町有地は１区

画約330平方メートルで合計５区画、合併前の旧中新田町の中心部にあり、

１区画当たり300万円から400万円ほどの価格という。貸付条件の締結後は、

１年以内に住宅を建築して住むことが条件で、土地譲渡後５年以内は第三

者への譲渡はできない。町は遊休地を活用して被災者の生活再建を支援し
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ようと宅地の無償貸し出しを決め、条例を整備、県外沿岸や福島県の警戒

区域内の自治体に告知し、町のホームページにも掲載した。町内に避難し

ている約50世帯にはチラシを配布した。町によると、既に福島県双葉町の

避難者などからの問い合わせがあり、宮城県気仙沼市に居住していた人な

どが現地を見に来たケースも数件あるという。町では申請を毎月末ごとに

まとめ、町設置の選考機関で審査し、貸付者を決定する。町は「じっくり

考えて来てもらえれば」と呼びかけているというような記事がありました。

本町もやっぱりこういう政策を打ち出してはどうか、町長の所見をお伺い

いたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

ご質問にお答えしますが、まず、ＰＲＥ戦略というものにつきましては、

土地の売買、いわゆる普通財産ばかりの問題ではなくて、要するに行政財

産、そういったものも例えば有償であるとか、そういったものの中で管理

をしながら運用をしているということでございまして、そのことについて、

先ほど現状の大和町の状況では乏しいものという、まだ今の段階ではです

ね、というお話をさせていただきました。 

今のお話しがあったような遊休地といいますか、そういったものの利活

用ということでございますけれども、町の方でもそういった土地の活用に

つきまして、先ほども申しましたけれども売却も含めてということで、実

際、売却も進めているところもございます。 

インターネット等の公募等に常にということもありましたが、前にやっ

たときには、やはり不動産鑑定とかそういった価格の設定もございまして、

それがいつまで有効かということもありまして、警察署跡地につきまして

は以前出した段階で、その時期、一定期間にそういったオファーがなかっ

たものですから、今、取り下げておるところがございます。 

ただ、今後ああいったものにつきましては、売却を含めて、町として有

効活用が売却の方がいいという判断ができる土地等につきましてはそうい
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ったことも考えていきたいというふうに考えております。 

それから、加美町でやっております土地の無償貸与というのがございま

すけれども、そういった方法も各町村でやっておられるところもあるよう

でございます。宅地としてすぐ使える、宅地であれば要するに水道とか下

水とかそういったものがある状況の宅地になっているかどうかということ

もありましょうし、それぞれの条件があるというふうに思っております。 

大和町の場合、そういったところというのはなかなかないところもござ

いますので、すぐそういった考え方は今のところございませんけれども、

いずれ有効な利用の方法、それはそういった形の土地の貸し付けがよろし

いのか、または建物を建てて使う方法がいいのか、いろいろあるというふ

うに思っておりますが、いずれ、今使っていない土地につきましては、先

ほども言いましたが、売却も含めた中でのさまざまな利用方法については

しっかり検討していかなければいけないというふうに考えております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

伊藤 勝君。 

３  番 （伊藤 勝君） 

ぜひそういうことも検討していただくようお願いします。 

これは公共施設のオークション時代到来ということで、ＰＨＰ総合研究

所の記事なんですけれども、「一部床暖房、暖房は温風式ボイラーによる

セントラル方式、南西向き」、住宅販売の宣伝文と見分けるフレーズです

が、実はこれは北海道の新冠町がインターネットオークションに出してい

る廃校の売り文句です。オークションによる公共施設の競売という話題性

に加え、施設とともに売却益の使い道の自治体の注目が集まっています。 

新冠町は、昨年３月、９校あった小学校を２校に統合、廃校した７校を

町のホームページや公告で競売にかけました。うち３校はこれまでに道内

企業に約１億3,000万円で落札され、老人ホームや競走馬馬主の交流施設

に生まれかわりました。残る４校については、町は、乳製品工場に転用し

たいという道内の食品会社や障がい児施設の開設を目指した東京ＮＰＯ法

人などと交渉しましたが、景気悪化の影響もあり、売買契約は成立しませ

んでした。そこで新冠町が目をつけたのは、ヤフーの官公庁オークション、
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自治体が所有する財産の売却に限定されたオークションです。同町が出品

したのは四つの元小学校、築19年から34年の校舎、これには教員宿舎、体

育館それぞれ校庭なども入っており、最低売却価格が2,180万円から6,740

万円で出品しました。結果的には３校は入札はなかったものの、旧太陽小

学校が大阪市の健康関連サービス業に3,000万円で落札されました。同社

は、廃校を美術館として再利用し、貯蔵する絵画コレクション200点を展

示する計画です。 

地域のシンボルだった学校施設を再利用しつつ、維持管理コストの負担

軽減もできるということで、今回の売却は、町にとってもまさに願ったり

かなったりの、高い収穫のあるネットオークションに出品して買い手を見

つけるという町のねらいはひとまず的中した格好です。ただし、町が募集

要綱に上げた地域の活性化という最終目標を果たせるかどうかは、売却益

の使い方が重要な課題です。学校施設の売却を財政調整基金や財政赤字の

補てんに回すだけでは、地域の活性化戦略として十分ではありません。町

はまちづくりの戦略に応じて安全・安心、少子化対策など、優先度の高い

行政分野の投資財源として充てるべきです。例えば残った学校の施設のリ

ニューアルや耐震化補強、あるいは教育サービスの充実などです。不要な

資産をできるだけ処分し、その売却益を種銭にしながら、優先分野の選択

と集中で政策の費用対効果を上げていくという戦略こそ地域活性化が必要

な発想と言えるでしょう。不要な公共施設の処分に悩むほかの自治体にと

ってもモデルとなるような活性化策を期待したものですというような記事

がありました。 

本町に今、学校も残っている部分もあるので、町長、その辺、今後どの

ようにお考えなのかお伺いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

今のご質問は、要するに土地だけではなくて上物といいますか、建物と

いうことだというふうに思っております。 
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建物につきましては、大和町は確かに中学校が再編になりまして、旧中

学校が今中学校としては利用していない状況にございます。しかしながら、

児童館なりふれあいセンターなりとしての利用方法もあるということもご

ざいますし、また、ああいった建物につきましては補助をもらっておると

ころがございまして、それを競売という場合には、補助金につきまして返

還をするとかそういったものも出てくるんではないかというふうに思って

もおります。金額がどうのこうのという問題についても、その辺もあると

いうふうに思っています。 

今、大和町では、まるきり使っていなくてという建物については現在の

ところは何がしかの形で使っている状況にありますので、その辺について

は使っている方々の状況等の考え方もいろいろお聞きする必要があるとい

うふうに思っております。売却ということももちろん方法の一つだという

ふうに思いますが、補助金の問題とかそういった課題もあります。また、

今現在あるものについては大体使っている部分がありますので、今後どう

いった使い方、使い道が、目的が変わってきた場合とかそういったときに

はまた新たな方法も考える選択肢もあるのかもしれませんけれども、現在

のところは現状の使い方、目的で使っていければというふうに思っておる

ところでございます。 

議  長 （大須賀 啓君） 

伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

一言申し上げますけれども、公立学校施設の財産処分手続のさらなる弾

力化ということで、国の方は国庫補助事業が、完了後10年を経過した建物

についても公告でもよいし貸与や譲渡も可能だということになっています

ので、もう少し緩和されましたので、しっかり町の方でこの辺もよく勉強

してもらって考えていってもらいたいと思います。 

続きまして、次の質問に入らせていただきます。 

放射能対策の推進について。 

東京電力福島第一原子力発電所に伴う放射能問題はいまだ収束のめどが

立たず、国民は不安を抱いています。 
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米の放射能汚染検査では、安全宣言が出されていた福島県産の米から基

準値を超える放射性セシウムが検出されました。また、栗原市の学校給食

に使用される予定の宮城県産食材から、検査数値は基準値内ではありまし

たが、放射性セシウムが検出され、北海道産のものに取りかえられました。

幾ら安全と言われても不安を取り除くことが肝要です。情報を公開し、放

射能対策の推進を図るべきと考えますが、町長の所見をお伺いします。 

１、町内の空間放射線量について、住民からの要望に応じ出前測定を実

施してはどうか。 

２、学校給食センターに食材の放射能を測定する機器を配備して、より

安全・安心な給食を提供すべきと思いますが、この点についてお伺いいた

します。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

それではお答えします。 

初めに、住民からの要望に応じます出前測定でございます。 

町内の空間放射線量率の測定は、役場の駐車場、小学校、中学校、保育

所、幼稚園、児童館を対象といたしまして７月から実施しております。こ

れまでの測定結果では放射線量率は安定しておりまして、安全な範囲とな

っております。現在も役場駐車場は平日毎日、小学校・中学校などにつき

ましては週に１回測定を実施しておりまして、町のホームページや広報を

通して測定結果の公開を行っております。 

町内の測定値は、地域により多少の違いはありますものの、おおむね１

時間当たり0.10マイクロシーベルト前後が平均的な測定値となっておりま

す。 

原発事故によります放射性物質の除染対策を定めた特別措置法が来年１

月に本格施行されますが、この特別措置法では年間追加被曝線量が１ミリ

シーベルト以上、１時間当たりの空間放射線量率に換算いたしますと0.23

マイクロシーベルトとなりまして、その測定値に達している地域は重点調
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査地域としての指定を受けまして、除染費用は国が全額財政支援する方針

が示されております。県内では、丸森、角田、白石、山元、七ヶ宿、栗原、

石巻の７市町が対象とされておりますが、大和町はこの対象外となってお

ります。 

現在、町が所有している測定器は、宮城県から貸し出しを受けている簡

易測定器１台と町が買い求めました同型の簡易測定器１台を所有しており

ます。町民の方の中には個人で測定器を買い求めて測定を実施されておら

れる方もおりますが、不安を抱えている方もおり、これまで数件の相談が

あったために依頼に応じて測定を実施いたしました。雨どい等の水がたま

りやすい場所がホットスポットと言われておりますが、これまで町で測定

した結果はいずれも基準値を下回り、たまった泥の除去等の指導を行って

おります。ご心配のある方につきましては、ご相談をいただいた中で対応

を考えてまいります。 

次に、学校給食センターに食材の放射能を測定する測定器を配備して、

より安全・安心な給食を提供すべきについてお答えいたします。 

学校給食センターにおけます給食用食材につきましては、財団法人宮城

県学校給食会及び町に登録されました業者から安全が確認された物品を購

入いたしました。また、納入業者が独自に行っております検査結果の情報

などを収集しながら調達いたしております。 

また、野菜・肉等の生鮮食材の納入は調理日当日となっておりますので、

県等が調査し、発表しております放射能測定結果や出荷制限及び摂取制限

の対象となっているかいないか等の情報を常に把握しながら、食材の納入

時に産地等を確かめ安全性を確認しております。このような安全性が確認

された食材を調達し、調理、提供していることから、町独自の放射能測定

器の配備につきましては、現在のところはその必要はないものというふう

に思っております。 

今後も国・県及び近隣市町村の動向を把握しながら安心・安全な学校給

食の提供に万全を期してまいりたいと、このように考えております。以上

です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

これは栗原市なんですけれども、空間放射線量の出前測定を開始したと

いうことで、市は東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射能問題に

対し、他の自治体に先駆け、市内５カ所の消防施設や保育所、幼稚園、小

中学校で空間放射線量の測定を行ってきましたが、市民の皆さんからの身

の回りの測定を行ってほしいなどの安全・安心を求める声にこたえるため

に空間放射線量の出前測定を開始した。時は11月15日から12月20日までな

んですけれども、必要事項を記入し、書類申請を各総合支所、市役所市民

サービス課へ直接、またはファクスで提示するということで放射線出前測

定を開始したということであります。 

本町も要請があればするということでございましたけれども、時間を決

めて期限を決めてやるということは大事じゃないかなと。今、我が町も定

住促進のためいろいろなところから、ほかの県からも来ていますので、多

分心配している方もおると思いますので、ぜひ期間限定でもいいですから

やるような考えはないのか、町長の考えをお聞きいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

先ほどそういったご相談があった場合には対応しているということでご

ざいまして、期間を決めることがよろしいのか、その辺についてはいろい

ろ考え方があるかと思いますけれども、先ほども申しましたとおり、心配

な方、個人で測定された場合とか、あとそういった移ってこられた方のご

質問もあったというふうに思っております。その都度対応ということでご

ざいますので、期間を決めるのがいいのか、限定でなくてもっと間口を広

げた方がいいのか、いろいろ考えるところだと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

期間限定というか、出前ではかってくれるというのは町民の皆さんは知

らないと思うんで、その辺の広報等もお願いしたいと思います。 

続きまして、これは朝日新聞なんですけれども、「高濃度セシウム 海

底に土砂吸着 風雨が運ぶ」という記事がありました。その中に、「つま

り川底にもホットスポットができる可能性を指摘するのだ。川底や湖の底

に汚染は生態系の影響に与える可能性がある。福島県の調査では、９月以

降に魚類130匹を採取した。そのうちアユとヤマメ４匹で国の基準値１キ

ロ当たり500ベクレルを超えた。18日に採取したワカサギも１キロ当たり

450ベクレルが検出されるなど高い値が続いていている。高い値が続いて

いる理由については、えさが原因の一つだろう。湖の底や沼の底にたまっ

たセシウムが付着した堆積を食べることで魚に取り込まれると指摘する。

例えばアユは石についた藻を食べることが知られている。水産庁によると、

海の魚は、魚類によるが、体内のセシウムが半減するまでに19日から84日

なのに対し、川の魚では50日から340日かかるという。水の浸透性は、塩

分の薄い方から濃い方へ流れる。淡水魚の場合は、水に比べて魚の方の浸

透圧が高いために魚の体に水が入りやすく、放射性セシウム濃度が高くな

りやすい」としている記事がありました。 

また、県内大手のケンベイミヤギ、太白区にあるんですけれども、産地

や銘柄を不正に表示して売っていた問題で、未検査米を学校給食に向けて

出荷したことがわかったということで、本町にはないということもありま

すけれども、こういう状況もあります。 

また、キノコの原木ということで、県の農林水産物の放射能簡易測定実

施状況についてインターネットに載っていましたけれども、大崎市のムラ

サキシメジ、測定日、測定機関、放射性セシウムということで、23年11月

16日、東北緑化環境保全で、460ベクレル。登米市の原木シイタケ、これ

は東北大学ですけれども、61ベクレル。白石のユズ、東北大学で、64ベク

レル。白石の原木シイタケ、350ベクレル。栗原市の原木ムキタケ、1,400

ベクレル。加美町の原木シイタケ、230ベクレルということで、宮城県の
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食材の中からもこういう放射能に汚染されたものが出てきているという状

況下の中で、学校給食センターの食材は大丈夫なのかということでお伺い

いたします。 

まず、仙台市は、学校給食センターの納入される食材の放射性物質を検

査するために新たに簡易測定器を６台購入し、市内六つの学校給食センタ

ーに配備することを決めました。12月１日開会の市議会12月定例会に提出

する一般会計補正予算案に購入費約1,770万円を計上したという、これは

11月18日の河北新報に載っておりました。実際に給食で使用する食材を検

査するため、より安全性と信頼性を高めることが大事だと健康教育課は話

しておるようです。 

また、12月２日の河北新報には、「給食40ベクレル以下目安」というこ

とで、「文科省17都県へ初通知」ということで、「文部科学省は１日まで

に小中学校給食に含まれる放射性物質濃度について、食材１キロ当たり40

ベクレル以下を目安とするよう東北６県など東日本の17都府県の教育委員

会に通知した。40ベクレルを超える検出した場合を子供に提供しないなど

の対応を求めている。国が学校給食についての安全の目安を示したのは初

めて。文科省は本年度第３次補正予算で17都県に対して給食検査機器補助

費として約１億円を計上した。40ベクレルの目安については、飲料水、牛

乳、乳製品で１キロ当たり200ベクレルとなっている。現行の暫定基準の

５分の１に設定した。文科省は、政府が食品中の放射性セシウムの年間被

曝限度を５ミリシーベルトから１ミリシーベルトへ引き下げる検討を進め

ていることを参考にしたと説明している」ということで、検査機器の購入

にも国は補助金を出すということであります。 

また、先日、栗原市にも放射能測定器を見に行ってまいりました。２人

の方が食材を、その日に出すやつを前日に調理した状態で検査するという

ような状況を見てまいりましたけれども、やっぱり安全・安心ということ

で、大事じゃないかなと思うんですけれども、町長の所見をお伺いいたし

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

安全・安心ということは大切だというふうに思います。 

また、40ベクレルという話もありました。あれもいろいろな、あれは文

科省で出したやつだそうですけれども、厚労省と見解が違うといいますか、

文科省では40ベクレルまではかれるものを購入しなさいと言ったというよ

うな意見もありまして、40ベクレルという数字が一人で動いたといいます

か公表になったということに対して皆さん戸惑って、各教育委員会等でも

いろいろなお問い合わせ等しているようでございます。40ベクレル以下で

なければいけないということではなくて、40ベクレルをはかれる機械を購

入するようにというような説明もあったというふうに聞いておりまして、

国の方でその辺の基準とかそういったものはきちっと出すことが非常に大

切だというふうに思っております。その記事、記事一つ一つでみんなが心

配をしたり、何でも心配をするわけでございますけれども、安全だといい

ますか、一定の基準を明確にしてもらわないと、その都度その都度、皆さ

んがそれによって不安を大きくしたり、または対応について検討がなされ

たりということで、数値に非常に振り回される状況があって、このことに

ついて私は数値とかそういったものはきちっと示してもらった中で、自治

体なり教育委員会なりが対応することが必要だというふうに思っておりま

す。 

国の方で１億円を計上して、各県に５台の検査機器という話があるとい

うことで聞いておりまして、まだ県の方でそれをどのような形で設置する

のか、教育委員会単位がいいのか、またはそういった先ほど申し上げた線

量のベクトルが高いところがいのか、そういった判断はされるというふう

に思っております。 

そういった中でございまして、食材につきましては本来であれば県なり

で一本でやってもらうのがベストなんだろうなという思いもあるところで

ございます。安全・安心という部分については当然必要だというふうに思

っておりまして、我々今現段階、やれる最良という部分でやっているとい

うところでございますが、今後基準の見直しといいますか設置といいます

か、そういったものがきちっとなってくることを期待もし、また、そうい
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ったものに対応できるような、これまでの対応にプラスしてどういったこ

とができるのか、そういったものについて県または関係の方と動向を見な

がら今後対応を考えていければというふうに思っているところでございま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

確かに、国の文科省の数字と厚生労働省のその辺のやりとりがうまくい

っていないという状況下に、インターネットには載っていましたけれども、

やっぱり我が給食センターの安全・安心ということで、ほかでやったから

我が町も取り入れましょうというんじゃなく、子供たちの安全を考える上

でしっかり先駆けてこういうことはやるべきだと思います。その辺、町長、

どう思うかお伺いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

ほかがやったからやるとか、ほかがやらないからやらないとかというこ

とではございませんので、ご理解をお願いしたいと思います。安全・安心

は大切だと思っております。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

伊藤 勝君。 

 

３  番 （伊藤 勝君） 

これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

以上で伊藤 勝君の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

休憩時間は10分間とします。 

 

         午前１１時１０分  休 憩 

         午前１１時２０分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

再開します。 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

12番上田早夫君。 

 

１２番 （上田早夫君） 

私は、通告どおり２件、２要旨の質問をさせていただきたいと思います。 

第１問目は、大規模団地の高齢化対策はということでございます。 

もみじヶ丘団地の入居者は、同じくらいの年齢層の人がほとんどで、同

時期に入居しております。このために、これから同時期に定年退職者とか

高齢者がどんどんふえてくる。初期に入った人が例えば70代だ、60代だ、

50代だと、分譲したそれによって大きく変わっているんですけれども、そ

ういうものがふえてきています。 

しかしながら、あの団地を見てみればわかるように、高齢者が職を離れ

て一日家庭にいる人があの団地で一日過ごそうと思うとなかなか困難なく

らい何も施設がないというのが現状でございます。そうすると、一番近い

ものは何かといいますと、公共施設であるのは県立図書館です。宮城大学

のところの県立図書館。私自身はあの県立図書館は今しょっちゅう行って

います。週に二、三回は行って時間をつぶしているという。これがどんど

ん高齢者がふえていって、行く先がないという人、例えば家庭の主婦とか

そういう人たちで、車があれば遠出もできますけれども、もし車がない人、

あるいは車を運転しない人なんかは団地の中で過ごさないとだめだと、こ

ういう問題が出てくるわけです。しかも、そういうふうな人はいわゆる内
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向性の人たちですね。外向性があって社交性のある人たちはいろいろな、

宮床に卓球のサークルがあってそこに行ってやるとかいろいろな形でして

いますけれども、そういう人たちは全然問題がないんですけれども、家の

中で例えばご主人が病弱で介護とかそういうあれのために家庭から離れら

れなかった人、そういう人たちが行く場所がないんです。そして人の輪も

ないんですね、そういう人たちは。というのは、卑近な例で私の家のあれ

しますと、そういう地域の団地の中のことというのは私自身がほとんど顔

を出しちゃって、うちの家族とあれとの関係なんて全然わからない。うち

の女房が行っても、私の妻だというのはほかの人はわからない。隣近所は

わかりますけれども、ちょっと離れたらわからないというのが現状なんで

す、団地というのは。そういう中で、本当にこれからその代表している人

が亡くなって、私知っている例では３人知っていますけれども、団地の私

のうちの近所で世帯主の方が亡くなった。その人が地域活動にすべて参加

していました。でも私、最近考えているんですけれども、その人の奥さん

の顔を知らないんですよ。というのが現実なんです。３軒とも知らないん

です、私。それでこの問題を出したんです。団地というのはそういうとこ

ろなんですね。だから一家族、一人の代表者がすべて町内会の会合とかお

祭りとか何かの行事に参加して全部仕切っていて、ほかの人は全然参加し

ていない。その方が亡くなられたらあとは全部孤立している家庭だった。

最近それを切実にわかってきました。 

そして二、三年前ですか、ある調査事項を頼まれてアパートに行きまし

た。アパートで聞き取り調査をして、隣のうちにも行かないとだめなんで、

「すみませんけれども、隣のうちの名字を教えていただけませんか」、ア

パートは表札を出していませんから。そうしたら隣の家の名字を知らない

んですね。これにはびっくりしました。私のうちのすぐ近所のアパートで

すけれども、「えっ」と思いまして、団地というのはこういうものかなと。

東京あたりの高層アパートですと、９階建て、10階建ていっぱい建ってい

ますけれども、ああいうところですと高齢者が孤独死してもわからないん

ですね、１カ月、２カ月。そういうあれの回覧板とか何かをやって、かぎ

がかかっていてあかないといって注意して初めて孤独死がわかって、でも

それに近い現象が起こってきているのかな。 
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最初、団地ができたときは、みんなある程度の現役世代が入って、ここ

を立派にしようという熱意があっていろいろな交際がありました。その第

１世代の人が引退して、今、病に伏せているなんていう家庭では、それに

かわってそういうところに出てきて社会活動とかサークル活動とかそうい

うものに参加する人がいないという問題で、これはこれから非常に大きい

問題になってくるんじゃないのかな。ということは、そういう人のストレ

スの逃げ場というか逃がし場所というんですか、そういう機会がないとや

っぱり次の世代も孤立化していく。これは町として大きい問題として考え

ていくべきじゃないのかなというのが今回取り上げた質問の要旨でござい

ます。 

元気な高齢者は問題ないですけれども、本当にだんだんふえてきて、そ

して一番わからないのは、今は家族葬というものでありまして、隣近所の

葬式もわからないんですよね。葬式も一般の霊柩車。昔は霊柩車みたいな

のがあった。私は最近、１週間後にそれがわかりまして香典を届けに行っ

たという、「議員をやって、お前、何だ、そんな情報もないのか」と言わ

れているんじゃないかと思って恥ずかしい思いをしたんですけれども、そ

ういうことは表に出さないで内々家族葬でやって、全部すっと終わらせて

いるというのが今の状況なので、これに対して個人の力ではどういうこと

もできませんので、町としての啓蒙とか何かそういうものがあればなとい

う考えがありましたので、この質問の要旨にさせていただきたいと思いま

す。よろしく回答をお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

それでは、ただいまのご質問でございますけれども、本町の高齢者人口

につきましては平成23年９月末現在で5,077名となっておりまして、高齢

化率は19.63％、県内町村では３番目の位置づけとなっておりますが、今

後、団塊の世代が高齢社会に加わり、高齢者の人口の増加が見込まれてお

ります。 
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まず、高齢者の声を聞く件と質問にございましたところでございますが、

これにつきましては、アンケート調査や老人クラブ等の懇談会なども考え

られるところでございますけれども、行政区単位の町民懇談会、今後各地

区でということで予定しておりますが、そういった機会に皆様方のさまざ

まなお声を聞くなどしてまいりたいというふうに考えておるところでござ

います。 

また、高齢社会対策を考える場合、地域で過ごす時間が多くなるという

ことでございますから、地域におけます各種団体、行政等活動など、地域

社会活動に積極的に参加するなどしてもらう。または、行政区ごとに行わ

れていますいきいきサロンなどの地域サロンを支援する立場もあると思い

ますけれども、そういったボランティア活動や、また町で開催しておりま

すまほろば大学講座への参加、さらにはこれまでいろいろ培ってこられま

した技能・知識を生かしてシルバー人材センター等に参画すること、そう

いった就業の機会の確保と仲間づくりなどが考えられますことにより、こ

れらについても多くの情報提供を図ってまいりたいと思います。 

議員御指摘のとおり、今後、団塊の世代が高齢化、高齢期を迎えていく

中で、健康で活動的な高齢者がふえていくものと考えられますので、町や

地域が一体となって高齢社会対策を研究してまいりたいと、このように思

っておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

上田早夫君。 

 

１２番 （上田早夫君） 

答弁ありがとうございます。今の町長の答弁でよろしいんですけれども、

私が今回、この問題を取り上げた最大の理由は、今、町はいろいろなこと

をやっていますよね。対策をとっていろいろなことをやって、住民懇談会

からいろいろな会合をやっています。そこに出席する人は問題ないんです。

逆に町の行事とかそういうものに出席できない、あるいはしない高齢者で

すね、それを誘導して引っ張っていく策はないかというのが私の今回の目

的なんです。そして人と交わることによって情報交換もできますし健康も
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回復しますし、生きる楽しみ・意欲、これが強まるんじゃないかな。今こ

れが欠けているんじゃないかな。 

ということは、町長懇談会でも出席する、私ちょっとあれしてデータを

とったことがあるんですけれども、大体同じ顔ぶれなんですね、何回やっ

ても。そして発言する人も同じなんですよね。そうじゃなくて、そこに出

てこない人が本当は町の何かを求めているんじゃないのかな。だけれども、

そういう人たちは出てこないんですね。ですからこの問題の今回の私の質

問の趣旨は、そういう人たちを対象に町は何かできないのかな、そういう

人たちを引っ張り出せるような。そうすると、もっと身近なテーマをつく

って、病気なら病気のあれでもいいですし、高齢者はこういう悩みがあり

ますけれども皆さんどうですかというあれでもいいですし、具体的にそう

いう人たちが出てくるようなテーマを考えて、その人たちが「行って聞い

てみようかな」というような策がとれないのかなというふうに私は感じて

この質問を出したんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

確かに、町民懇談会等におきましても、議員お話しのとおりある程度メ

ンバー的には固定をされているといいますか、逆に言えば積極的な方の出

席が多いという状況にございます。そういった中でございますので、今回、

これまでは地区ごとの懇談会を今度は細分化をした中でやっていこうとい

うことで、今年度からスタートしておるところでございまして、そういっ

たことが一つ。これまでよりは参加しやすい雰囲気・環境があるのかなと

いうふうに思っております。 

また、内向的な人とか出不精の人とかそういった方を、言葉よければ引

っ張り出すといいますか、そういった方策ということになるというふうに

思いますが、我々いろいろ事業計画をした場合に一つのこういったことを

やりますのでという設定をしてやるところでございますが、多くの方に参

加を願っておるもののなかなか個々にお声がけまでしてという状況ではな
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いのが現状でございます。逆に言うとそういったことを隣近所の方々がお

誘い合わせをしてもらって来ていただければというふうに思いますが、今

議員のお話しのとおり、団地の実情はそうもなかなかいかないんだよとい

うふうなこともあるというふうに聞いておりまして、非常に難しい課題で

はあるだろうなというふうに思っております。 

そういった中で、例えばもっと身近なテーマ、皆さんが参加しやすいテ

ーマなり興味を持っていただけるようなテーマということでこれまでもや

っているところでございますが、逆に言うとそういった方はどういったテ

ーマだと聞いてみよう、参加してみようという思いになられるのかなとい

うのがなかなか我々実態としては、申しわけありません、多分我々そのつ

もりでやっているんだけれども、そこにギャップがあるんだというふうに

思いますね。だからその辺につきましては、我々が研究する部分はもちろ

んでございますが、例えば講演であればこういったテーマをとかそういっ

たものを、議員さん初めそういった方々を知っておられる方々にいろいろ

ご教示いただければ、私が多分できるのかなというふうに思っております。 

町としましても、我々といいますか、常にそういった多くの方々が参加

いただけるような、参加しやすいようなテーマなり目的を持ってやってい

るところでございますが、現実的にそういったギャップがあるというとこ

ろ、そこの埋め合わせにつきまして、先ほど申しましたけれども、そうい

った実態をお知りの方々からいろいろアドバイスなりでもらった中で、そ

ういったものについて取り組む必要がこれまで以上にあるのかなというふ

うに改めて感じたところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

上田早夫君。 

 

１２番 （上田早夫君） 

今の答弁、ありがとうございます。 

町は一生懸命やっているというのはもう十分わかっているわけなんです

けれども、それで参加できない人たちをいかに引っ張り出せるか、そして

今そういう人たちが一番その手を欲しがっている人たちだと思っています。
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ですから町長懇談会だからといって、区長さんを中心にやっていますね。

これを例えば民生委員とか保健推進員とか、いろいろなそういう方が世話

している人、あるいはコンタクトをとっている人たちを中心に選んでくだ

さいというのをもう一つ足して、そしてその人たちに今、大和町はこうい

う行政サービスをやっていますけれども、もっとそれに追加してほしいも

のはないですかというテーマをその場で発言してくださいというところま

で民生委員とか保健推進員の方にお願いしてやったら、もっと違うものが

出てくるんじゃないかと私は思って、団地の高齢者対策というテーマで質

問させていただいたわけでございます。それに対して町長のお考えを聞か

せていただきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

懇談会につきましては、方法は先ほど変えたといいますか、今後はもう

少し細分化をしてというお話をさせていただきました。確かに懇談会につ

いて、そのことを住民の方々に知っていただいて、そして取りまとめをし

ていただくというもの、今まで区長さんが中心というのが実態でございま

した。そういった中で、地区でしたから出席者も区長さん方が中心になっ

てという実態もございます。議員お話しのとおり、民生委員さんなり保健

推進員さんなりにもお声がけをしてやれば、もっといろいろ広がりが出る

んだなと、それはそのとおり、大変参考になるご意見だというふうに思っ

ております。 

今後は、区長さんのみならず、そういった方々にもお声がけをして、興

味ある方々 

を募っていただくとか、いろいろなご意見のある方を募っていただくと

かそういった形で地区の窓口をもう少し広げるといいますか、そういった

ことも考えてまいりたいというふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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上田早夫君。 

１２番 （上田早夫君） 

どうもありがとうございました。ぜひ保健推進員とか民生委員とか。民

生委員というのは、私この間まで知らなかったのはボランティアなんです

ね、無報酬で何も出ないという国のシステムでいろいろ問題を抱えている

のは、そういう人たちが情報をいっぱい持っているんですよ。ですからぜ

ひ町としてもそういうところからくみ上げて、区長さんはそういう社会的

弱者の情報というのは余り持っていませんから、ひとつぜひその辺はよろ

しくお願いしたいと思います。 

２番目の質問でございます。 

杜の丘と杜乃橋との人気の差はどうなんでしょうかということでござい

ます。ここ３年間で杜の丘と杜乃橋の新築の家屋の件数の差が出てきてい

るように見受けられます。どこにその原因があるのか分析してみる必要が

あるのではないかと。そして町としてもっと指導力を発揮する余地はない

のかなというふうに。ということは、私これを一回地元で議論したことが

あるんですね。どんどん杜乃橋の方に新築の家が建ってきまして、杜の丘

のほうに新築の家が建たなかった時期がありまして、そのときお聞きした

んですけれども、結局最終的に何となくそこに参加した人たちの議論のあ

れは、杜乃橋は４号線沿いですね。４号線沿いの方は、４号線に出て仙台

市に行くにも吉岡に来るにも便利だからあっちの方が人気があるんだ。確

かにそうだと思います。ですけれども、もしそういうのであるのであれば、

大和町は杜乃橋の方は富谷町になります。杜の丘は大和町側です。杜の丘

にもっと魅力的な、何か人を誘導するものがつくれないのかなというのが

私の今回のこの問題の趣旨でございます。 

じゃ何があるんだろうか。土地が広い、グラウンドがある、それからせ

せらぎ公園がありますね。大きく変わっているのはこの三つです。仙台大

衡線がぶち抜ければすごく便利になりますね。あそこの中間になぜ信号灯

ができないのかというと、もっと通行量がふえるために、化粧品店のとこ

ろですね、動物公園の、あそこに信号をつくってストップさせないという

方針でなっているらしいですけれども、そういう条件を加味して、大和町

としてもっと取り組むことがあるんじゃないのか。 
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というのは、なぜこれを出しているかというと、これから人口減少の時

代に入ってきます。そしてこれから景気がどういうふうになってくるのか。

新しく家を求めようとする人がふえているのか、借家で済ませてしまおう

かと思っている人がふえているのか。そういう需要予測も必要じゃないの

かなと思っています。というのは、私何軒がぽつぽつ歩いて奥さん連中と

話をすると、あそこにつくって失敗したという声も耳にするんです。あれ

だけの何千万の金を投入して自分の家を建てる必要があるのかな、ないの

かな、こういう時代になってきて、土地が上がって資産価値が上がるとき

だったら、我も我もと土地を買って家を建てて自宅をつくって財産形成を

しましたけれども、こういう時期になってくるとむしろ貸家をやった方が

いいという大きく価値観が変わってきているんですね、今。 

大和町側であれだけ広い空き地があるわけですから、あそこにどれだけ

の人間が住むようになるか、ならないかで大和町の税収も変わってくるん

じゃないのかなと。そうしたら少しぐらいパンフレットぐらいつくってあ

そこの案内所に置いてもおかしくないんじゃないかな。前に一回この問題

は出しました。あそこの案内所に行ってもパンフレット一つないんですよ

ね。これじゃせっかく見に来て、以前セントラル自動車がバスであそこを

案内したことがあるんですね、セントラル自動車がこっちに来るといった

とき、３年くらい前ですけれども、だけれども、それはそれで案内所にど

れだけの宣伝のパンフレットが置いてあるのかなと思って見に行ったら何

もなかったんですね。これではだれも買わないわと。 

というふうに、私はビジネスチャンスを逃しちゃった、あのときはそう

いうあれで一般質問をさせてもらったと覚えているんですけれども、今大

和町というのはいろいろなビジネスチャンスというのはあるんだと思いま

す。それを一つ一つ取り上げて細かくやっていけば随分違った10年後の大

和町の人口の増加の差になってくるんじゃないかなというふうに思って、

杜の丘と杜乃橋の人気差はどうなのかという問題で取り上げました。以上

でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

それでは、杜の丘と杜乃橋の人気差ということでございましたけれども、

本町の人口は11月末現在で9,484世帯、２万6,026人となっておりまして、

約３年前の平成21年３月末から957世帯、1,363人の増となっております。

杜の丘の人口は現在718世帯、2,139人でございまして、同じく３年前と比

較いたしますと302世帯、947人の増となっておりまして、本町の人口増の

大半が杜の丘地区への転入によるものでございます。 

これらの状況につきましては、現地で住宅地を販売しております株式会

社アー・スリーさんにお聞きしましたけれども、分譲価格につきましては、

杜の丘、杜乃橋、どちらも変わりない状況。また、当初の区画につきまし

ては、大和町内、杜の丘が1,070区画、富谷町内、杜乃橋が700区画あった

そうでございますが、現在、両者とも350区画程度の残区画があるという

ことでございまして、価格的には杜の丘が杜乃橋の２倍売れているという

ような状況になっているのが現状でございます。 

買う人の人気というより、売る側がどこを売るかに左右されるのではな

いかと。住宅フェアを行うと売れる状況になるということでございます。

要するに、アー・スリーさんとかが杜の丘で住宅フェアやると杜の丘が、

杜乃橋でやると杜乃橋がと、やっぱり売り込みのメーカーといいますか、

そちらの状況でそういった売れ筋が動くというようなこともあるようでご

ざいます。 

杜の丘と杜乃橋は交互にフェアを開催しておりまして、同数ぐらいずつ

売れるように、価格面もいろいろ考慮されているというふうに聞いており

ます。今後、三井農林の土地がございまして、こちらの販売も本格開始を

するということでございまして、住宅フェアをアー・スリーさんは杜乃橋

の方をやろうかというような話もしているようでございます。 

また、セントラル自動車さんとかそういった企業さんの従業員の方々に

つきましては、会社がどちらを紹介するかの意向で決まることもあるとい

うことでございました。 

こういったことから、町としましてはこれまでもそういった形で杜の丘

の方が若干売れているところはありますけれども、今後もアー・スリーの
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住宅フェア、これをやる場所によって違ってくるということもございます

ので、杜の丘の方で実施してもらうように要請したり、また新しくといい

ますか、三井農林さんの方でも先ほど申しました本格的な販売を開始する

ということでございますので、その関係不動産会社に販売促進を働きかけ

てまいりたいと思います。 

また、セントラル自動車ほか町内誘致への企業の皆様方には前からずっ

とお願いしているところでございますけれども、大和町に住んでいただく

ように町内居住促進を働きかける。これまでもやっておりますが、これか

らも強化してまいりたいというふうに思っております。そういったことを

行いまして、さらなる本町の目指すまちづくりと人口規模の確保に努めて

まいりたいと、このように考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

上田早夫君。 

 

１２番 （上田早夫君） 

三井農林やセントラル自動車に町内居住の促進をしているということで

ございますけれども、具体的にどういうふうにされているんでしょうか。

何か小さい目を引くような小物みたいなものをつけてパンフレットを。あ

そこのまだ未販売、売れ残ったところのあれは、その都度その都度定期的

に渡すとか、そういう積極的な促進方法をとってられるのか。例えばセン

トラル自動車なんていうのは、こっちに来る係のところに配ればいいわけ

ですから、そうすればそこで会社で見に来るとかいろいろな窓口をつくっ

ておくということ。そうすると時々刻々、会社の動きもわかりますし、情

報がとれますし、会社がどういうふうにしたのかが出るのじゃないのかな

というふうに思うんで、その辺もできたら回答していただきたいと思いま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

企業さんへのご案内につきましては、上田議員先ほどお話しのとおり、

こちらに来る前から毎週土曜日、去年、おととしあたりでしょうか、企業

さんが来られておりました。そのたびに県庁に迎えに行って県庁を見る。

そのときに杜の丘を案内する。もちろん杜乃橋もということの中でやって

おったところでございます。 

それからセントラルの本社工事に赴いて、そこに販売ブースを設け、パ

ンフレットを配り、そしていろいろなフェアもやりまして、これはセント

ラルだけでなくてエレクトロンさんとかもやっておりましたけれども、そ

ういった形で継続してやってきたところでございます。 

今現在は本社がこちらに移っておりまして、あちらにはございませんか

ら、こちらの形になりますけれども、担当の方々、我々も顔見知りにもな

っております。おかげさまでセントラルの方々につきましてはかなりの人

数の方々に、今、杜の丘の方に住んでいただいている現状がございます。

また、南第２の方にも住んでいただいているという状況でございますので、

その交流を深めていくということでございます。そういった形でやってお

りますし、またその実績があるものですから、そういった方々からも声が

けをしてもらうというような形。 

それから、ことし初めてやりましたが、もみじヶ丘の方で「まるごと市

inもみじヶ丘」ということで企画いたしました。これまでは仙台市でやっ

ておったところでございまして、もう一つは、旧役場前でもやっておりま

したけれども、そういうことで今度は仙台ではなくて、もみじヶ丘を含ん

だ杜の丘の皆様方、そういった方々に町のお店の紹介とか特産物とかそう

いったものを紹介しながらやらさせていただきましたけれども、この間も

随分多くの方々に来ていただきました。今後もああいった形の町のＰＲを

していきたいというふうに考えております。 

さらには、杜の丘の皆様方でございますけれども、今度世帯が相当多く

なってございましたので分区の話もございます。そういった中で、この間、

町民懇談会も開催いたしました。大変熱心な方々が多うございまして、

100名近い方々が来られております。そこでもいろいろなＰＲをしており

ます。そういった形の交流を深める等々のＰＲを深めてまいりたい、今後
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もやっていきたいというふうに思います。 

それから、三井農林さんでございますけれども、ここは土地の販売会社

の方でございまして、ここは森事務所さんというんですか、販売するとこ

ろがですね、そちらの方の接触をしていきたい。先ほどパンフレットが上

田議員ご指摘のとおりあの当時なかったことがありまして、持っていった

ことがありましたが、そういった活動等もあろうかというふうに思ってお

ります。そういった形で今後ＰＲ、実践をしていきたい。これまでとは違

った形で、もう住んでいる方に対する町のＰＲも含めてやっていくことに

よって、新しいそういった住んでいる方々がこれから建てようとする、ま

たは購入されようとする方々に口コミでのＰＲをしていただくとか、そう

いった効果が非常に大きいというふうに思っておりますので、住んだ実感

でお話ししておりますので、そういったやり方でやっていければというふ

うに思っているところでございます。 

なお、先ほど信号機のお話でございましたが、あそこについては信号機、

今度設置できておりまして、今は信号が稼働しておりますので、ご報告申

し上げます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

上田早夫君。 

 

１２番 （上田早夫君） 

どうもありがとうございました。町として一生懸命やっているのは十分

わかっているんですけれども、これはその期間ですので、土地を買う人は

１人なんですが、場所をこっちだといって決めちゃったらもうその人は購

入の予定者ではなくなってしまうという一発勝負という要素がありますの

で、ぜひそのチャンスを逃さないように、小さい情報から大きい情報まで

すべて網羅して、それがアクションプランにつながるような行動をとって

いただければというふうに思っておりますので、これで私の質問を終わら

せていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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以上で上田早夫君の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は午後１時とします。 

 

         午前１１時５９分  休 憩 

         午後 １時００分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

再開します。 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

11番鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

ことしも残すところあと３週間となっております。我が大和町、本年も

進出企業の着工や操業というような明るい動きもありましたが、３・11の

大震災、そして台風15号、災害の多い１年で暮れようとしています。 

きのう、年末恒例となっている京都清水寺貫主によることしを代表する

漢字が「絆」と決定いたしたようであります。昨年が、記録的な猛暑が続

いたというようなことでたしか「暑」であったと思いますし、その前の年

が、自民党から民主党に政権交代というようなことで「新」だったようで

すが、政局、なかなか「新」とはいかないようであります。さらに、さか

のぼってその５年前の平成16年、あの年は台風の本土上陸最多と言われた

年でありまして、700ミリ級のゲリラ豪雨が全国を襲いました。さらに10

月には中越地震でその年が「災」でしたから、ことしの未曽有の複合災害

に当たってどのような漢字になるのか注目をしていたところでございます。

「絆」ですか、本当に人と人とのつながり、結びつき、人間愛といいます

か、そして何よりも日本語のすばらしさを改めて感じた次第でございます。 

今回、私は３件の通告でございます。よろしくお願いしたいと思います。 

まず、１件目でございますが、災害復旧事業の進捗状況を伺うというこ

とで、大きく二つにまとめてお伺いするところでございます。 

マグニチュード9.0、最大震度7.0、３・11震災からもう９カ月を経過い
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たしました。激しい揺れによる地震なり史上空前の大津波、そして拡大一

方の原発事故による影響、拡大しております。加えて、今まで震度４以上

の余震が既に180回を超えたというふうなニュースもあったところでござ

います。 

本町でも地震災としては過去最大の被害ではなかったのかというふうに

思うところでございます。人的被害は最小にとどまったものの、全壊から

一部損壊家屋まで2,600棟余り、そのほか公共施設等にも未曽有の被害を

こうむったわけでございます。道路や下水処理関係の基幹インフラを初め

といたしまして、河川や公園、農業施設や農地災害、それから庁舎を初め

として吉岡コミセンなり公共・公益施設、あるいは町営の住宅、さらには

学校体育館等、文化教育施設等々にも大きな被害があったところでござい

ます。震災の瓦れき処理等々加えると、恐らく16億円を超えて17億円ぐら

いになるのかなというふうに思ってございます。 

それに、９月には台風15号の豪雨が災害に拍車をかけております。震災

関連の大半の復旧事業予算、これは５月中に成立・措置いたしたところで

ございまして、その後も補正等の手当てもございます。当然、国災等につ

いては査定がすべて完了して復旧工事にほとんどが着手をされているんだ

と思いますが、中には完了しているものも、あるいは予定どおり進んでい

るもの等々、現在進行の中でいっているんだと思いますけれども、まだ一

部道路等、手つかずの箇所等々も多く見受けられますし、震災直後の応急

措置のままの箇所も随所に見受けられ、なかなか工事が進んでいないとの

声も寄せられているところでございます。ほとんど工期については年度内

というような形で設定をしながら作業を進めているんだと思いますけれど

も、復旧事業について進捗状況はどのようになっているのかというのが１

点目でございます。 

さらに、二つ目としまして、これは６月の質問でも申し上げました。事

業そのものが震災需要の増大、これが東日本一帯といいますか、いわゆる

広域に及ぶ地震災や津波災による公共事業なり、あるいは個人の住宅、民

間企業等々に至るまでいわゆる広範囲、そして莫大な復旧予算等、その事

業が莫大な予算となっているというような側面もございます。当然資材あ

るいは工事費の高騰等もあるんだろうと思いますし、さらに入札や契約の
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執行に当たって参加企業の確保の問題等々いろいろな問題があるんではな

いかというようなことで、６月にも懸念を指摘した経緯がございます。町

長からは、国の災害査定を早期に受検をしながら一日も早い工事発注に努

めるとともに、工期の設定や指名対象に工夫を行いながら工事の適正な施

行と品質確保を図っていくというお答えをいただいてございました。 

あれからもう既にまた６カ月が過ぎてございます。その後、工事契約は

入札の執行含めて順調に行われているのかどうか。また、先ほどもござい

ましたけれども、落札率の動向というのはどのようになっているのか。さ

らに工期等、発注計画、これは計画どおり進んでいるか、１要旨目とダブ

るわけなんですが、あるいは契約上の変化や課題、こういうものが発生し

ていないのか等々心配されるところでございます。震災や台風災等で工事

環境が大きく変化をしていると言われているところでありますし、一方で

は町民は一日も早い復旧を願っております。そういうことで、早い復旧を

実現するために本町ではどのように対応しているのか、その点を伺うとい

うのが１件目の質問でございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

それでは、ただいまの鶉橋議員のご質問にお答えをします。 

東日本大震災の被害状況でございますけれども、庁舎、コミュニティセ

ンターなどの総務施設関係、下水道などの上下水道施設関係、農業用施設

の農林商工施設関係、道路・公園・町営住宅などの土木施設関係、学校・

体育館・まほろばホールなどの教育施設関係など、多くの公共施設に被害

が及んでおりまして、臨時議会を含めまして数度にわたる補正予算を組な

がら対応している状況にございまして、その被害総額15億2,000万円に達

しております。 

これらの災害につきましては、国の査定を受けまして、順次、工事の発

注を行っておるところでございます。 

宮床基幹集落センターの集会施設等については既に工事が完了している
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ものもございますが、現在のほとんどについては工事を発注し、請負者が

その工事に着手している状況にございまして、本年度３月までを工期とし、

一日も早い復旧を目指し、町民の皆様の生活に支障のないように努力をし

ておるところでございます。 

また、道路と下水道の災害復旧は、それぞれの工事の調整が必要となっ

ておりまして、下水道の復旧後、道路の施工となるため、約半数がやむを

得ず次年度の施行としているものもあります。 

また、一方では、工事を発注したところ入札参加者の辞退が相次ぎまし

た。応札者がいない工事や予定価格に達せず不調に終わった工事も出てお

りまして、対応に苦慮しておるところでございます。 

全体の進捗状況につきましては、総務施設関係と下水道関係は、平成23

年度中に完了予定でありまして、土木関係につきましては、道路について

は約半数が次年度への繰り越しを予定し、進捗率は69％。 

農業関係は、来年度の耕作に支障のないよう農地調査以外は平成23年度

中の完了を予定しておりますが、ため池・林道等は平成24年度へ繰り越し

を予定しておりまして、進捗率は28％となっております。 

また、教育施設関係につきましては、吉田教育ふれあいセンターと鶴巣

小学校体育館を除きまして平成23年度完成を予定しておりまして、進捗率

は80％となっておりまして、全体の進捗率は平成23年度末で74％を見込ん

でおります。 

次に、震災関連の工事発注状況及び一日も早い復旧対応策に関するご質

問にお答えししたいと思います。 

今回の震災につきましては、東日本一帯を広範に甚大な被害を及ぼした

ところでございます。こうしたことから、公共の災害復旧事業や民間での

復旧工事の増加によりまして、入札の執行につきましては議員ご指摘、ご

質問のとおり非常に厳しい状況となっております。 

本町の災害復旧工事の入札執行件数は、11月末で41件です。このうち４

件は学校災害の建築関係の工事で、指名した業者がすべて辞退する状況と

なっておりまして、入札を中止いたしました。原因究明のため、辞退しま

した業者より事情聴取した結果、資材の高騰、労務者の手配困難が主な理

由でございました。 
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こうしたことから、建築関連の工事につきましては極めて厳しい状況で

ありますので、どうしても落札が見込めないものにつきましては、大手建

設業者の協力を得ながら協議・話し合いによる随意契約での対応について

検討しております。 

また、災害関連の工事につきましては、入札方式を一般競争から指名競

争に切りかえて執行し、迅速な対応をとるとともに、請負業者の受注の利

便性を図るために、現場代理人につきましては常駐義務の緩和を図り、兼

務を認めることといたしたところでございます。 

次に、予定価格に対します落札価格の割合を示す落札率でございますが、

平成22年度の入札執行率で76.68％だったものが本年では94.39％と上昇い

たしております。したがいまして今後、台風災害工事の発注もあることか

ら入札情報紙、建設新聞等ですね、そういったもの等からの県内の工事発

注状況を把握しながら、早期契約による工事着手での一日も早い復旧を目

指したいと考えておるところでございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

今、ご答弁をいただいたところであります。ほとんど発注済みで、それ

ぞれ進捗状況について数字でお示しいただきました。 

この中で、下水道の復旧については年度内の完成が見込まれるんですが、

道路等についてはその後に予定といいますか、道路については約半数が次

年度に繰り越さざるを得ないような状況というようなことなのですが、下

水道の道路の補修、これはセットの部分もあろうかと思いますし、さらに

は道路だけの復旧等々もあるんだろうと思いますけれども、まず、基幹イ

ンフラであります下水は、そうしますと年度内に復旧するということはわ

かりましたけれども、道路については発注の仕方、いわゆる下水道との同

時発注の形をとっているのか別発注となるのか。これはこれからの発注と

なるのかを含めてですね。 

さらに道路についてですが、いまだに砂利で応急処置をして、バリケー
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ドのままというような部分もあるわけなんですが、道路については全部国

の査定等々が終わって、発注が終わってまだ未着工のまま繰り越すとなる

のか、あるいは発注そのものが繰り越しなのかというような部分ではどう

なんでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

お答えをいたしますが、下水道と道路の関係でございますけれども、今

回、下水の被害が非常に大きかったということで、道路に隠れている部分

といいますか、そちらをやってから上物という段取りになります。したが

って下水道工事が終わった後の上の工事となるところでございますが、発

注等につきましては別件で発注いたしますけれども、同時に発注はしてお

るといいますか、工事は別々でございます、下水と道路という意味でです

ね。ただ、発注時期は一緒ということで発注しておりまして、工事につき

ましては下水の方と業者さんが打ち合わせをした中で上物とですね、その

調整をしながらやっているという状況。（「発注済みですか」の声あり）

細部については課長からお答えします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

都市建設課長高橋 久君。 

 

都市建設課長 （高橋 久君） 

下水道と道路の復旧が両方発注して行わなければならない箇所がこの箇

所の……（「課長、こっちこっち」の声あり） 

すみません。改めてご答弁させていただきたいと思います。 

下水道と道路の発注箇所について、今回の道路災害が65カ所ございまし

て、その半分は下水道との兼ね合いのところが被災しているところでござ

います。 

現在、下水道の復旧についての発注したところもありますが、まだ未発
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注のところも多うございます。そういうことで、今後は下水道の復旧の状

況を見ながら発注をしていきたいというふうに思っております。したがい

まして、下水の工期が３月末の方になってきますので、それが終わらない

と発注できないものもございますから、その状況を見ながら発注計画をし

たいと思います。したがいまして、契約して繰越部分のものもございます

し、あるいは新対応というようなものも中に出てくるものというふうに思

っております。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

そうしますと、道路については、下水道との共用部分についてはまだ未

発注なんだというふうに理解をしました。 

道路単独の部分については発注は終わっているものだと理解をしてよろ

しいんですね。そういうことも含めて進捗率が69％というふうに理解をい

たしました。 

それから、教育施設関係ですか、これは町長からお話があったわけなん

ですが、約４件、建築工事で指名した業者がすべて辞退する自体というこ

とで、それで契約が成立しなかったと、入札を中止したというようなこと

で、これがいろいろ取材のことなり労務者の手配困難が主な理由だという

ふうに説明があったわけですが、大手ゼネコンの協力を得ながら随意契約

での対応もというふうな答弁でございます。 

これはどうなんですか、大手ゼネコンの協力を得て改めて随意契約等々

でということになりますと、原因が労務者の手配困難ということで、要す

るに材料費とか工事単価の値上がり等で入札が不落になったんだと理解を

しますけれども、積算価格というものをそのままで大手ゼネコンなりの随

意契約、これは可能なんでしょうか。その辺どういうふうな見通しなのか

お伺いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

今のご質問ですが、確かに資材の高騰ということもございますが、もう

一方で資材の不足というものもございます。そういった意味で不足がゆえ

の高騰ということもございますので、大手建設業者の場合ですと全国区の

規模で活動されておるということで、資材の調達がそういった部分では比

較的可能だという部分があります。また、さらには人的な手配といいます

か、被災地以外からもそういった形で大手ですと集める手だてがあるとい

うこと、そういったこともございますので、大手の建設業者さんとの協議

ということで申し上げたところでございます。 

単価につきましては、そういった意味で、今回の中で見直しということ

ではなくて基本的には積算単価の中で見ておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

そうしますと、積算についてはそのままで契約を目指しているんだとい

うふうに理解をしました。ひとつ、非常に厳しい状況だと思いますけれど

も、よろしく運んでいただければなというふうに思っております。 

それから、落札率のそういった状況を反映してか、22年度が76.68％だ

ったものが本年度は既に94.39％という数字になっておるというようなこ

とでございます。先ほどの答弁から道路等、これからの部分もあるんだろ

うと思いますし、今、随意契約等の問題も含めればさらに上昇傾向にある

のかなと私は理解するわけなんですが、その辺は今後どのように見ている

のか、ひとつ考え方をお願いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

落札率等につきましてでございますが、現在もかなり上昇している現状

にあるということ。これにつきましては被災地でありますことから、工事

単価が先ほども言いましたように高騰なり、不足なり、人的不足なりとい

う部分がございます。そういった中でございますので、どうしてもそうい

った環境からすると高どまり傾向になっていく可能性の方が高いのではな

いかというふうに見ております。 

しかしながら、積算単価というものがある中で我々仕事をお願いするわ

けですし、事業者さんにつきましても積算単価等につきまして、そういっ

た約束といいますか決まりがあることも承知の上での仕事とりになるとい

うふうに思っております。100％でいいのかという問題はあるにせよ、

100％まではまず予定される価格という基本的な考え方もあるわけで、そ

れから下がるところは事業者さんの努力という部分もございますので、社

会状況の環境の変化の中でございますので、その努力の幅にも限界はある

のかというふうにも考えておるところでございます。もちろんそれを大幅

に上回ってどうのこうのと、そういうことではございませんで、積算した

中での丁寧な正しい仕事をしてもらえるお願いをしていかなければという

ふうに考えております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

この関係でもう１件お伺いしますけれども、いろいろ難しい工事環境の

中で、災害関連の工事については入札方式、一般競争、これは本町は

2,000万円以上ですか、これから指名競争に切りかえて執行している部分

もあるんだと。これが町長の言ういわゆる指名対象の工夫を行いながらと

いう部分なのかなというふうに感じていたわけなんですが、この入札方式

の切りかえというようなものもどういった基準といいますか、今回の震災

事業に当たって一応統一した中でやってられると思うんですけれども、そ

の考え方をひとつお伺いしたいと思います。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

入札方式の切りかえということでございますが、大和町では一般競争入

札、指名競争入札、金額等は一応決めておるところでございます。今回に

つきましては災害復旧ということで早期な復旧が必要であるということ、

一般競争入札になりますと、それなりの時間等もかかってまいりますし、

また、こういった業者さんが非常に仕事が多い中での状況でございますの

で、今回の災害復旧に関しましては一般競争入札というものを指名競争入

札に切りかえておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

指名に切りかえて実施をしていると。たしか本町では指名基準というの

があって、工事金額に対して指名業者数、いろいろ決定してあるんだと思

いますけれども、一般競争の部分というのは、その部分をどういう考え方

でやっているのか。指名業者数を多くしてやっているのかどうか、その部

分はどうなんでしょうかね。だってこういう環境の中でそういうふうにや

って、指名業者さんが応札を実際にしているのかどうかも含めて最後にお

伺いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

指名業者さんといいますか、そういったことにつきましては、一つの基

準はございます。その中でやるのが基本というふうに考えておりまして、
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業者さんの数をふやすということも一つの方法ではございます。また、も

う一つ、指名方法にも参加基準の定めによってランク外指名、上位45％と

かそういった制度もございますので、そういった部分も活用した中で多く

の企業さんを指名させていただいて、そして滞りのない入札執行、工事着

工に取り組むべく努力しておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

いずれにしても復旧事業ですから、早期の復旧になりますように全力を

挙げて取り組んでいただきたいというふうに思います。 

続いて２件目でございますけれども、件名が農地・水活動、24年度の対

応ということでございます。 

農地・水・環境保全向上活動、これは平成19年度からいわゆる宮城方式

といいますか、交付単価10アール、国では4,400円だったものを宮城県は

3,300円に切り下げて、さらにこの５年間の期間中、ほかの県では中途採

択も認めておったわけですが、宮城県の場合は中途対策は認めませんよと

いうようなことで実施をしてきまして、間もなく５年が過ぎようとしてい

るわけでございます。大和町では20地区が活動しておりまして、大変好評

のうちに本年の終了でございます。 

国では農地・水活動に加えまして、最終年の23年から27年までの５カ年

間、今ある施設の長寿命化のための向上活動支援交付金制度を新設事業に

加えたと前に申し上げた経過がございました。これに対しまして町長は、

宮城県におきましてはこれまで活動してきた今までの農地・水・環境保全

向上活動が平成23年度で終了するというふうに仮定した場合、新規の農

地・水保全管理支払交付金事業、１年だけになるんだということで、その

事業効果が十分発揮できるかどうか等々の問題もあって、平成23年度では

取り組みを行わないと。国から平成24年度以降の農地・水活動が継続か、

または新規事業に移行なのかどうか、見きわめた上で今後その情報を得な

がら対応していくというようなことでございました。 
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国の向上活動交付金事業、１年目は終わってしまったんだろうと思いま

すけれども、24年度の予算編成期に当たって従来の農地・水活動の動向な

りいわゆる向上活動交付金事業等々含めてどのように対応していくのかお

伺いいたすところでございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

それでは、農地・水活動24年度対応ということでございます。 

平成19年度からスタートいたしました本対策も今年度が最終年度となり

まして、この対策の継続か新規かの問い合わせを県を通しまして国へ行っ

ておりますが、県の回答によりますと、農林水産省では平成24年度に継続

の方向で予算を要求しているとのことでございますので、その予算成立を

期待しておるところでございます。 

本町では、平成23年度実施状況のヒアリング等を通しまして、現活動組

織、20組織でございますが、に対し、次期対策がある場合の継続等につい

て聞き取りを行っておりますが、県では年明けごろに次期対策への要望調

査を行うこととしておりまして、その時期に本町におきましても要望調査

を実施したいと考えておるところでございます。 

本町といたしましては、本対策の効果は農地・農業用施設の維持管理、

延命化、地域内共同活動による地域コミュニティー醸成などの効果も高い

ものがあったと考えますが、平成24年度以降につきましては、国におけま

す予算編成の動向を見きわめながら取り組んでまいりたいというふうに考

えておるところでございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

６月に質問したときも県の対応なりを見きわめた上でというようなこと
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でございましたし、今回も国ではまだ、これははっきり言って考え方は、

予算要求は出ておっても予算そのものは成立はしていないわけですから、

はっきりこれが実施になるというふうには言いがたい部分があるんだと思

いますけれども、予算要求をしているというようなことで、それぞれ各都

道府県等々にも通達等があって、需要量の調査等々ももう既に行っている

んではないのかなというふうに思われるところでございます。 

前回の質問でも、これは今までは共同活動交付金というような形での制

度だったんですが、23年度からそれにプラス形でいわゆる向上活動、施設

等の延命化等々の補修とか修理とか、そういうものも加える活動について、

これは今までの活動交付金地区と合わせて実施してもいいんだよというよ

うな制度を既に発足をさせた、これが23年度から始まっているわけです。

23年度から27年と。だが、宮城県では取り組まないというような前の町長

からの答弁でございました。 

今回もその制度はそのまま生きて予算要求がされているというふうに情

報がありますし、当然そのままだろうというふうに思ってございますし、

もう既に向上活動交付金制度に取り組んでいる都道府県なり地区もあるん

だろうと思いますから、これは間違いなくそのようになるのかなというふ

うに思ってございます。 

それに加える形で、さらに復旧活動支援交付金制度も新たに加えられる

というような農地・水事業ですか、そのような形でむしろ拡大の方向で進

んでいくだろうというふうなことが情報としてあるわけなんですが、どう

なんですか、宮城県は今までの事業もいわゆる宮城方式というような形だ

ったわけなんですが、そのような情報というのはどういう形で流れてきて

おるのか。いまだに今後の予算編成に当たって動向を見ながらというよう

なことは、ともすると前の農地・水事業とスタートが同じことになってし

まうのではないかなというような懸念を持ちますし、その辺の考え方。 

さらに前回、今まで取り組みをしなかった地区の問題もあるんだと。そ

れを新しい24年度からの事業の中で加えることが可能かどうかも見きわめ

ていかなければならないというような話もたしかされたんだと思いますけ

れども、その辺、予算が成立していないとはいえ、今の予算要求の段階で

いろいろ県なりからの情報が来ているんだと思いますけれども、どのよう
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になっているんでしょうか。今まで取り組みをしなかった地区は今後も取

り組みができないのかどうかも含めて、ひとつお答えをいただければと思

います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

ただいまのご質問ですが、まず、これまでの共同活動につきましては、

先ほども申しましたとおり国の方の考え方として継続でやっていく、予算

の成立はまだなっていませんが、ということでございまして、我々もそれ

を期待していると申し上げましたが、県の方でも期待しているということ

は、そういった方向で共同活動については国の活動がある場合には、活動

というのは予算の関係もありますけれども、そういった取り組みを基本的

に考えておるというふうに理解しております。 

また、県の方では、先ほど申しましたけれども、この年明けごろに次期

対策、要するに継続するかどうかでございますが、そういった部分につい

て調査を行うというふうに聞いておるところでございます。 

そして、新規のものの考え方でございますけれども、現在聞いている範

囲では、この事業が継続になった場合、今現在、20の地区・団体が取り組

んでおるところでございますが、基本はそこだそうでございます。要する

に新規は認めないといいますか、現在その一定の枠がある中でございます

ので、基本的にはこれまでの継続という中になるそうでございます。 

そして、新たな向上対策というものにつきましては23年度からスタート

しているところでございますけれども、途中から参加することも可能とい

うふうには聞いておりますが、県と町だけというわけではございませんで、

県等の関係も出てくるわけでございますが、県では向上対策についてはま

だ未定であるというふうに聞いております。 

それで、枠の話ですが、これは20であれば新規は絶対認めないのかとい

う話の中で、例えば大和町に20の枠があった場合、これは大和町でもあと

意向調査するというふうにお話しいたしておりますが、団体によっては継
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続をする団体、または今回でこの事業からやめる方、そういう方が出てく

るかもしれません。そういったところにその枠を町として確保といいます

か、中で新規団体が取り組めるかどうか、それについて県と今いろいろ調

整といいますか、情報の交換をしているところでございます。基本的には

新規は認めないといいますか、現在ある組織の中でやるというのが基本と

いうふうに県の方から伺っておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

そうしますと、今までの５年間やってきた農地・水事業についてはこの

まま継続されるんだけれども、新規の採択は依然として宮城県では認めな

いよというようなこと。これは前々からこの議論はあったわけなんですが、

実は平成19年度のスタート時点でもそうだったんですが、本当に急だった

んですよね。でも実行組合長さんなり区長さんなりにきょう説明して、３

日後に申し込めと、後はだめだよみたいな形での、言ってみればそういう

形で急いだ結果があるわけなんですが、それで本当に取り組みたくても取

り組めないできた地区が結構あるんだと思いますし、実際、その話を聞い

ています。 

新規を認めないというのは、これは宮城県だけなんですか。多分そうだ

と思いますけれども。 

それから、あわせて施設延命化のための新たな向上対策ですね、23年度

から始まっていたやつ、これも県では取り組まないというような説明が今

あったんですが、これも恐らく宮城県だけなんでしょうかね。その辺の情

報をつかんでいませんか。たしか前回の質問の際には、各町村にアンケー

トをとっているんだというようなことで町長から答弁をいただいて、だか

らぜひそのアンケートにはそれを全部包含されるように答えてくださいと

いうような形で申し上げた経過があるわけなんですが、その辺どうなんで

しょうか。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

この対策につきましては、議員ご指摘のとおり前回も急な説明会、たし

か土曜日かなんかにあって、それで区長さんなり実行組合長さんに急遽の

お願いをしてということでスタートした経緯がございました。参加した町

村、全く参加していないまちもございまして、あのときにいろいろ、これ

までやっている組織が壊れてしまうとか、せっかくうまくいっている団体

の中にこういったものが入って不安であるという中で取り組まなかったま

ちもあったのも実態だというふうに思っております。そういった中で大和

町は20団体参加していただいたということでございます。 

それで、新しい団体の参加を認めないといいますか、宮城県だけかとい

うことでございますけれども、ほかの県にもあるかもしれませんが、そこ

は確認しておりませんが、宮城県としては今ある団体をというのが基本と

いうふうに聞いております。 

それから、向上対策でございますけれども、これについては宮城県とし

て現在未定であるということでございまして、取り組まないということで

はなく未定であるというふうに聞いておるところでございまして、今後ど

ういうふうになるか。ただ、これは向上対策だけで取り組むということで

はなくてセットになっているということでございますので、両方をやらな

ければならないと。また、向上対策になりますと、工事の発注をそれぞれ

の団体でするとか、また、スケールが少し大きくなってくる部分でスケー

ルメリットもある分、負担といいますか、その手続が大きくなってくると

いいますか、団体でやる手続の部分が大きくなってくるとか、そういった

こともあるというふうに聞いておるところでございます。 

そういった状況で、今最終的な決定をしたという話ではなく未定という

状況。そして先ほども申しましたけれども、その対策・対応については年

明けにもう一回要望調査を行うというふうにも聞いておりますので、その

辺の状況を踏まえて行われるのではないかというふうに考えておるところ

でございます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

国の制度でありますから、その県によっていろいろばらつきがあっても

困るんだろうと思います。いろいろ新規に参加をしたいというような地域

もあるわけですから、県の方にその辺の要望をどんどん積み上げていって

いただきたいなと。できれば希望する地区が全部参加できるような制度に

ひとつ持っていっていただきたいなというふうに考えるもので、よろしく

お願いしたいと思います。 

続いて、３件目の質問に移ります。 

学校給食の食材の安全性の確保ということでございます。 

ご案内のように福島原発、メルトダウン、かなり深刻な状況でもう既に

原子炉の圧力容器の燃料棒が溶けて下の壁を破いて、この間のニュースに

よると一部冷却水が海の方に流れているというようなニュースもあったわ

けでございます。 

この原発事故、まだまだ収束にはほど遠くて危険な状態が続いておりま

すし、本当に長期化の様相を呈しているわけでございます。 

先ほどもあったわけですが、福島の米再調査ということもございました

し、これまでにもそれぞれお茶とかホウレンソウとか、さらには牛肉、キ

ノコ、いっぱい基準超えの食品が調査で判明していろいろ問題が起きたと

ころでございます。 

前回、本町でも食の安全の観点から、町独自で調査は必要でないのかと

申し上げました。町長は農畜産物の測定、これは大学だの専門機関に測定

を依頼して結果が公表されているので、町独自でまでは必要ないんだろう

というふうなことでございました。しかしながら、昨今のいろいろなニュ

ース等々もございます。文科省等々の動き等もあるわけでございますけれ

ども、そういった中で本町では学校給食用の食材の安全性の確保対策、ど

のように行っているのかというようなことでお伺いをさせていただきます。

以上です。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

議員のご質問にお答えいたします。 

学校給食食材の安全性確保対策についてお答えいたします。 

このたびの東日本大震災に関連し発生しました福島第一原子力発電所事

故に伴う放射能汚染について、農畜産物及び水産物への影響が懸念され、

学校給食の安全性について心配されている方も多いと思います。 

学校給食センターでは、調理における衛生面はもちろん、毎日使用する

食材につきましては、財団法人宮城県学校給食会及び町に登録された業者

から安全が確認された物品を購入し、調理し、給食として提供しておりま

す。 

また、県等で発表されている放射能測定結果、出荷制限及び摂取制限の

対象となっている農産物等を常に把握し、食材の納入時には産地等を確認

することにより安全性を確かめております。 

牛乳につきましては、宮城県畜産課から宮城県内産牛乳の安全性につい

て通知があり、暫定許容値を上回る牧草については乳用牛に与えられるこ

とがなく、宮城県の原乳の放射能測定値も大きく下回っており、安全な牛

乳が供給され続けていることが確認されております。また、厚生労働省が

定めた暫定規制値を超過した原乳は出荷できないことになっておりますの

で、流通している原乳及び乳製品の安全性は確保されているものと認識い

たしております。 

地場産品としてのシイタケ・マイタケについては、原木の露地栽培では

なくて菌床によるハウス栽培のものを使用しておりますが、国が定めた暫

定規制値を下回っているところでございます。 

牛肉の使用につきましては、小学校の献立のハヤシライスに和牛黒毛和

種もも肉スライス52キロを使用しましたが、製造証明書及び個体識別番号

で照合し、放射性物質に汚染された稲わらを給与されていた可能性のある

肉ではないことを確認しております。それ以降につきましては、牛肉を使
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用していないところでございます。 

食材と牛乳、さらに使用水の安全性について、全児童生徒の保護者に学

校を通じてお知らせしておりますが、今後も安全が懸念される食材が納入

されることのないよう、また、安全性が確認されたものを使用していくこ

ととし、安心・安全な学校給食を提供していきたいと考えております。以

上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

本町においては今、回答をお伺いいたしました。宮城県学校給食会から

安全を確認されたものを納入しておるというようなことなんですが、その

ほかのものについては当然町では納入業者、契約している部分があるんだ

ろうと思います。 

まず１点目は給食会ですね、これが過般、ケンベイミヤギですか、ちょ

っと問題を起こしましたよね。ああいうことでちょっと心配になってきた

わけなんですが、給食会から仕入れている部分というのはどんなもので、

全体、給食の量のどの程度になるのか。あるいはそれ以外の町教育委員会

独自に納入業者等々のこれが納入されている食材があるんだと思います。

それらについての安全が確認された物品を購入しているということなんで

すが、そういったものは産地が安全ならばいいんだぐらいの考え方なのか。

あるいはそういう業者さんに特別安全性確認対策をとっておられるのか。

その辺についてはどうなんでしょう。 

それから、時間ですから、そういった一つの給食会あるいは独自の仕入

れ、それらを総合的に教育委員会で納入して安全だよと、今まではそうだ

ったんだよというふうな考えでいるんだろうと思いますし、絶対そうだろ

うと私も思います。ただ、今後この放射能問題が長期化する中で、もう一

つ対策の必要がないのかどうか。特に給食センターで測定をするというこ

とになると、仕入れた材料が全部むだになるとかいろいろな問題が発生す

るんだと思いますけれども、地域のいわゆる水際で防止する対策、特にこ



 

 ６１

れから過般の文科省の40ベクレル問題もあります。その辺あわせてひとつ

教育委員会の考え方をお伺いしておきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

議員のただいまの質問３点についてお答えさせていただきます。 

産地、ケンベイミヤギのことでございますが、こちらは米とパンを納入

しております。 

なお、詳しい事情ということで、一番はっきりしておりますのはひとめ

ぼれ一等米でしたが、その結果についてはなかなかまだ全体が見えていな

いという状況でございますが、はっきりしておりますのは昨年度収穫され

たお米であるということでございます。 

それから二つ目は、この給食会以外の納入業者でございますが、１社は

特に自社でも検査組織を持っているということと、さらにほかの納入の業

者につきましては、自分の会社に納入する前の段階で検査していると報告

をもらっています。また、町内の納入業者の方々は市場を通しての様子に

よって納入しているということでございます。 

それから、水際のことについてはただいま議員のご指摘がありましたの

で、今後考えていかなければいけないと思っております。今のところ業者

の様子と新聞・ホームページ、それから県の方から出ている数値等を絶え

ず照合しながらやっているという段階でございますので、水際で食いとめ

るという部分について、今後これからすぐにでも考えていきたいと思って

おります。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

鶉橋浩之君。 

 

１１番 （鶉橋浩之君） 

ひとつよろしくお願いしたいと思います。やはり安全性確保は何よりも



 

 ６２

大事でございますので、頑張っていただきたいと思います。 

以上で質問を終わります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

以上で鶉橋浩之君の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

休憩時間は10分間とします。 

 

         午後１時５９分  休 憩 

         午後２時１０分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

再開します。 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

８番堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

それでは、通告に従いまして質問を行います。 

１件目は、土曜・日曜・祝日の休日が留守家庭になる児童を対象に児童

クラブを開設してはどうかという件であります。 

児童館の目的は、ゼロ歳から18歳のすべての子供たちを対象に、遊びを

通じた健全育成を目的として活動しております。 

遊びは子供の全人格的な発達を促す上で欠かすことのできないもので、

ほかでは補うことのできない必要不可欠な活動であり、子供たちは遊びを

通じた仲間とさまざまな関係の中でみずから考え、行動し、気づき、自主

性や社会性を身につけます。 

児童クラブは、就労などの事情で保護者が家に不在となる１年生から３

年生までの児童を対象に、児童の安全確保、健全育成を目指し、保護者の

就労支援、子育て支援を行うものであります。 

本町では、平成19年度にそれぞれの児童館に放課後児童クラブが開設さ

れ、保護者からは、放課後と長期休みの居場所が確保され、安心できると
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大変喜ばれております。 

しかし、共働き世帯の増加、就業体系の変化などで土曜・日曜・祝日が

平常勤務となる企業が多く、子供だけが留守家庭にいることになります。

そのため、児童クラブの休日開設や開館時間の延長を望む声が多くありま

す。 

そこで、１要旨として、土曜・日曜・祝日の休日開催についてを質問い

たします。 

２要旨目は、長期休業時、春休み、夏休み、冬休みの開設時間の延長に

ついて教育長の所見をお伺いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

堀籠議員のご質問にお答えいたします。 

最初に、土曜・日曜・祝日の児童クラブの開設についてお答えいたしま

す。 

児童クラブは、就労などにより、昼間保護者がいない家庭の児童の健全

育成を目的に児童館内に設置されているもので、小学１年生から小学３年

生までを対象としております。 

児童館は現在、土曜・日曜・祝日は休館日となっておりますが、利用者

の多い吉岡ともみじヶ丘児童館では毎月１回土曜日を特別開館日として開

館し、ほかの児童館でも年に数回、土曜・日曜にいろいろな行事を計画し、

ご利用いただいている状況でございます。 

ご質問の土曜・日曜・祝日の児童クラブの開設のうち土曜日の開設につ

きましては、就労形態が大きく変化する中でもあり、保護者の要望、利用

実態等をよく踏まえ、対応してまいりたいと考えております。 

日曜・祝日の開設につきましてお答えいたします。 

子供の成長の基盤は、家庭生活、親子関係にあると思いますし、そのた

め親子で向き合う時間を十分とることが重要でございます。低学年の児童

にとって学校で集団生活をし、さらに児童館でも遅くまで過ごすというこ
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とは気持ち的に大変なことになるということから、できるだけご家族と過

ごしてほしいということで、全国的に多くの児童館では日曜・祝日を閉館

としているのが現状でございます。 

次に、長期休業時の開設時間の延長についてでございますが、現在、長

期休業時の児童クラブの預かり時間は９時から18時、午後６時半でござい

ます。早く出勤しなければならないご希望にもこたえ、もみじヶ丘児童館

では８時半からお預かりいたしております。 

今後も保護者のニーズ、児童の置かれている環境を考慮しながら対応し

ていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

土曜日の開設につきましては、保護者の要望それから利用実態を踏まえ

て対応していくということですので、土曜日につきましてはぜひ全児童館

がそのようになることを取り組んでいただくようお願いいたします。 

そしてまた、児童クラブなんですが、これは本年11月での活動状況を見

ますと放課後児童クラブ、それから春休み、夏休み、冬休みの児童クラブ

を含めますと323名が登録して活動しております。その中で、先ほどご答

弁いただきました吉岡・もみじヶ丘児童館は、月１回、開館日としている

ということなんですが、月１回の利用者数はどのような状況になっている

かお尋ねいたします。 

そしてまた、吉岡児童館、それからもみじヶ丘児童館にはほかの地区の

児童が登録できるようになっているのかどうか、その辺２点お尋ねいたし

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

教育長 （堀籠美子君） 

２点についてお答えいたします。 
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土曜日の利用者の人数でございますが、吉岡児童館ともみじヶ丘児童館

の資料だけ持っておりますので、それについて述べさせていただきます。 

22年度ので大変恐縮なんですが、吉岡児童館は土曜日１回の開設のとき、

年間を通して337人です。それからもみじヶ丘児童館は848人、土曜日１回

です。ところがそのうち児童クラブで登録している方ですね、その方々は

利用者、吉岡が平均10名前後ですから、12カ月ですから120人ということ

になりますか。毎月10人ぐらいの利用でございます。それからもみじヶ丘

児童館は利用者平均４名ですので、年間ですから12倍して48人と、現在そ

のようになっております。 

それからもう１点は、ほかのところに登録ができるかというんですが、

原則としてはそれぞれお住まいのところの登録をお願いしているところで

ありますが、事情によってはご相談に応ずるというスタンスを持っており

ます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

そうしますと、今まで土曜日１回開設したとすると、登録児童クラブの

子供は吉岡児童館で平均10人、もみじヶ丘児童館では４人ということです。

人数からすればそんなに多い方ではないと思うんですけれども、先ほど町

長のごあいさつにありましたけれども、本町の人口が11月末で２万6,000

人を超えました。その中で特に若い世帯の転入者が多くの人口増だと思っ

ております。 

それで、定住促進も進めている中で、若い世代が家を建てたときどうし

ても共働きの状況になってくると思います。子供の成長の基盤は当然家庭

生活と親子関係というのは私も全くそのとおりだと思っています。しかし

両親が月に毎週毎週、日曜・祝日が勤務になるというわけではないと思う

んですけれども、１カ月の中で１度なり２度なり夫婦がたまたま休日に仕

事になったというときに低学年の子供が１人でうちで留守番するというの

は、働く保護者にとっては本当に不安な１日になると思うんです。そんな
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中で、こういう休みも安心して就労ができる体制づくりというのはこれか

ら必要になってくるんじゃないかなと思っております。 

そして、休みのあれなんですけれども、土曜日は各児童館で結構利用者

数が多くなると思いますのでいいんですけれども、休日の児童クラブ、こ

れは各地区の児童館に開設するのではなくて、今現在、吉岡児童館、そし

てもみじヶ丘児童館に月１回の開設しているわけなんですけれども、そこ

を毎週、休日に開設していただきまして、吉岡かもみじヶ丘かどちらかに

登録して、そしてそこで留守家庭になる子供さんを預かって活動すると、

そういうふうな形としてのご検討はいただけないものなのでしょうか、教

育長、お尋ねいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

ただいまの議員の質問にお答えいたします。 

その前に、各児童館でも児童クラブということではなくて、自由来館の

お子さんのために思いのほか土日の行事を持ってそれぞれの児童館で開館

しているときはございます。ただ、議員のおっしゃる就労している方々と

いうことになっては、ほかの吉岡ともみじヶ丘以外はそのための開館はし

ていないわけで、ただいまの議員のおっしゃられた方法につきまして本当

に検討というんでしょうか、考えさせていただきたいと思いますが、ただ、

実際に保護者の方のニーズを失礼ですが少し確かめさせていただきたいし、

そのように居住地から勤務場所から遠くてもおいでいただけるものなのか

どうか。また、児童館を開館するに当たって仕事をする職員のこともあり

ますので、時間をいただければというふうに思います。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠日出子さん。 
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８  番 （堀籠日出子君） 

今度、これはほかの自治体のことなんですけれども、ことしの７月から

９月にかけて、夏場の電力供給対策として平日の勤務を土日に振りかえた

企業が多くありました。そのことにより土曜日・日曜日、保育が必要とな

る家庭がふえたために、休日に児童クラブを開設し、夏休みは開館時間も

延長し３カ月間取り組んだという自治体もあります。本町も多くの企業が

立地しておりますので例外ではないと思いますので、ぜひ、教育長にもご

答弁いただきましたが、ご検討いただきたいと思います。 

続きまして、２要旨目の長期休校時の児童クラブの開館の延長でありま

す。 

児童クラブは、授業があるときは放課後から６時30分まで、そして春休

み、夏休み、冬休みの時間は午前９時から午後６時までとなっております。

しかし保護者が仕事に行きながら児童館に送ってくるものですから、８時

前に児童館に来る子供も多くいるように見受けられます。休校時につきま

しても、先ほどご答弁いただきました保護者のニーズ、児童の置かれてい

る環境を考慮しながら対応していきたいという考えもありますので、ぜひ

子供たちが外でうろうろすることのないように対応していただきたいなと

思っております。早目の児童クラブの開館もお願いしたいということでこ

れが１点目。 

それから、準児童クラブといいまして６年生までが入るクラブがありま

す。その場合、それは５時までなんですけれども、そうすると５時になる

と帰らなければならない。ただ、児童館によってはちょっと時間を延長し

たり、いろいろな時間の範囲を多目に対応していただいているんですけれ

ども、たまたま「５時になったから、はい、帰りなさい」という児童館も

あると聞いております。 

そんな中で、その方も低学年児童クラブの方がいるんですけれども、児

童クラブに入っている場合、結局６時半まで下のお子さんを預かっていた

だく、そして保護者が迎えに来る。それだけだったらいいんですけれども、

兄弟で４年生、５年生、６年生の子供が準児童クラブに入っている。そう

した場合、下の子供は５時過ぎても児童館にいられるんですけれども、上

の子は帰らなければならない。そうした場合に、やはりそのご家庭では５
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時に帰れと言われたから、下の子供も一緒に連れて帰っていったというお

話を聞いております。なものですから、低学年、１年生から３年生までの

児童クラブのいる家庭に限って、やはり準児童クラブに入っている高学年

でもその時間は一緒に預かっていただけるような対策はとれないものかど

うか。その２点についてお伺いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

ただいまの２点についてお答えいたします。 

さきにお話ししましたが、もみじヶ丘児童館では８時半。町内ではすべ

ての児童館は９時に休み中はしているんですけれども、もみじヶ丘では保

護者の方の要望もあって８時半にしております。また、吉岡の児童館では、

ひだまりの丘にありますので、早く来たお子さんについては館の中に入っ

てもらっているようにしていると聞いております。９時になったら本館の

方にというんでしょうか、寒かったり、それから雪があったりというよう

なときは建物の中には入ってもらっているというふうに聞いております。 

ほかの児童館では、特には保護者の方のお話はないというふうに聞いて

おりますが、なお改めまして、館長さん方からお話を伺っておきたいと思

います。 

それから、２点目の準児童クラブのお子さんがおられ、そして児童クラ

ブに登録しているお子さんのいる家庭ということでございますが、これは

議員のおっしゃるとおりだと思いますので、このことについてももう一度

館長さん方と情報交換をして対処してまいりたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 
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実情に合わせた支援策が、子供を産み、そして育てやすいまちづくりに

なります。そしてまた若い世代の定住促進にもつながると思いますので、

ぜひこれらのことを前向きにご検討いただいて、取り組んでいただきたい

と思います。 

これで１点目の質問を終わらせていただきます。 

続きまして、２件目の質問を行います。 

２件目は嘉太神ため池、いわゆる嘉太神ダムの危機管理の取り組みにつ

いて質問を行います。 

このダムにつきましては、実は地元にいながら嘉太神ダムについては余

り詳しく知らずに過ごしてまいりました。しかし今回の震災と９月の台風

15号があってから、地域の方々がダムへの不安を持っている声が聞こえて

きました。そこで地域住民の安全を図るための取り組みについて伺うもの

です。 

嘉太神ダムは、一級河川吉田川の最上流部に築造されたかんがいダムで

あります。昭和９年から11年にかけて県営嘉太神ため池として築造されて

から現在で75年になりますが、その間、27年から31年にかけて県営災害復

旧事業として改良され、吉田川流域ため池、大和町ほか６カ町村が設立さ

れ、ため池の管理に当たり現在に至っております。 

現在のダムの姿になって55年が経過しております。機能は、大和町、大

郷町、富谷町、大衡村、大崎市、東松島市の吉田川水系農地水がめとして、

と同時に、防災的役割を果たすダムとなっております。しかし、ダムの貯

水量は約80万トンに対し土砂堆積量が30万トンと推測されており、現在の

貯水能力は50万トンを下回っていると推定されております。大量の堆積で

本来の機能が十分でないことや、３月の震災で経年劣化による被害が出た

こと、さらには近年のゲリラ豪雨などなどから、地区住民はダム決壊の不

安を感じております。 

そこで、近年の気象状況などからして、想定外の事態を想定した対策が

必要と考えますが、嘉太神ダム危機管理の取り組みについて町長にお伺い

いたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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町長浅野 元君。 

 

 

町  長 （浅野 元君） 

それでは、嘉太神ダムの管理に関するご質問でございます。 

嘉太神ため池につきましては以前にもご質問があったところでございま

すけれども、このため池、議員お話しのとおり昭和31年に県営によりまし

て築造・改良されまして、現在は大和町ほか２市４カ町村で管理をしてお

ります。築造後約55年が経過しておりまして、洪水吐けコンクリートが経

年劣化している状況にありましたが、今回、３月11日発生の東日本大震災

によりまして、劣化したコンクリートの一部から水が漏れる状況となった

ために、現状を宮城県仙台地方振興事務所や宮城県河川課に確認をいただ

き、一部応急処理をしているところでございます。 

なお、宮城県の所管課とも折衝しておりましたところ、県の調査予定を

早めまして平成24年度に嘉太神ため池の機能診断事業調査を計画している

との情報もございました。 

調査内容につきましては、機能診断劣化調査、いわゆる外観及び分析調

査によります劣化度の測定、評価、施設診断カルテ及び整備補修年次計画

の作成などとなりますが、おおむねその結果には二、三年が必要とされて

おりまして、工事着工は最速でも平成28年度になるのではとのことでござ

います。ただし、関係市町村からの負担金も発生いたしますので、内容を

説明して理解を得る必要が出てまいります。 

このようなことから、地区住民の安全が第一でございますので、調査の

結果を踏まえた今後の安全な対応につきまして引き続き県へ要請してまい

りたいと思います。 

また、監視員を含みます関係者におきましてダムの水位を下げて、余水

吐けの負担を軽減して、水がオーバーフローしないような水位調整等をし

ながら万全を期してまいりたいというふうに考えておるところでございま

す。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

嘉太神ダムについての取り組みなんですけれども、東日本大震災によっ

て劣化した被災場所が一部応急処理をされているということと、それから

機能診断事業調査が24年度に計画されている、そしてまた工事着工が28年

度となっているということですので、これまでの長い間の要請が着実に実

ったのではないかなと理解しております。 

そんな中でこの30万トンの土砂の堆積なんですが、これはすぐに30万ト

ンたまったわけじゃなくて、長い時間があっての30万トンの堆積になった

と思うんですが、どんな原因で30万トンが堆積されたのかお伺いいたしま

す。 

そしてまた、堆積についての改善策、どんな改善策が考えられているの

か。２点お尋ねいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

土砂の堆積でございますが、どんな原因ということでございますけれど

も、結果的に上から流れ込んだということになるわけでございます。上流

から流れてきたやつが下にたまると。それで、あそこは１番ドウ、２番ド

ウ、３番ドウ、要するに吐くところがあるわけでございまして、本来それ

で調整をしております。そこから水を流して、堤体からの越流のほかに調

整をしているところでございますが、長年の間に堆積したところがござい

まして、１番ドウが今あかない状況になっておるんですね。ということは

一番下のドウ、出口が埋まってしまってあかないということなんです。こ

れは本来であればそれを埋まる前に下流に少し流してということも、大量

に堆積する以前であればそういったこともやっておった経緯がございます。

ただ、そうやったときに今度下流の川が汚れてしまうということでイワナ

とかアユとかそういったものに影響があるというお話もあったこともござ
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いました。 

そういった中ではございましたが、今現実的にはそういうことで、土砂

の流れ込む量の方が多くて１番ドウがあかない状態、今２番ドウ、３番ド

ウ、上のドウであけ閉めをやっております。そういった状況で原因とすれ

ばそれが一番といいますか、それだということでございます。 

それでは、この改善策でございますけれども、しゅんせつといいますか、

取るのが本来だというふうに思っております。ただ、あそこの場所でござ

いますので、大型の機械が入る状況でもなく、また、取った土を搬出する

状況も、あの道路、ご存じのとおり山が動いておりますので、使えないと

いう状況がありまして、非常にこれは難しいところでございます。 

去年、あそこにある土ではなくて立木といいますか、それを処理いたし

ました。それにつきましても大きな機械が入らないものですから、必要最

小限といいますか、入れられる最大限ということになりますけれども、小

さな機械と人力で立木を上げたという経緯がございまして、あそこにつき

ましてはそういった工事につきましては非常に難しいところがございます。

したがいまして、今は２番か３番、あいているところがございますので、

２番ドウ、３番ドウをあけることによって少しずつ、大量の土砂でないに

せよ、その部分についての土砂を少し流すという言い方はおかしいですけ

れども、自然流入といいますか、そういう状況でこれ以上たまらないよう

な状況をつくっていくというのが方法として残っておるところでございま

した。本格的なしゅんせつといいますか、こうなると大変な事業になって

くるというふうに思っています。 

なお、先ほど申しましたとおり機能診断等々、これは本来は平成38年度

の予定ということでされておったところでございますが、今回いろいろご

協力いただいた中で進めていただいておりますので、その結果、今の管理

をきちっとした中で結果を踏まえて今後改修工事、それがどういう改修工

事になるのか、しゅんせつするのがいいのか、堤体を直すのがいいのか、

そういったところの状況まで調査されるというふうに思っておりますので、

その結果を見ていきたいというふうに考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

堆積について、上から流れて自然にたまって堆積したということなんで

すけれども、もともととすればゼロから始まっているわけですから、それ

が30万トンも堆積したというのは、今まで毎年毎年というか、たまらない

ように少しずつ掃除していればたまらなかったということもあるんでしょ

うが、とにかくこの土砂については今のところは余り対策としては考えら

れないで、これからのたまらないようにだけ進めていくというお話だった

と思います。 

それで、この嘉太神ダムは防災機能も果たしているわけなんですね。で

すから今３番ドウもう迫っている状態。本来ならば１番ドウ、２番ドウ、

３番ドウまで開閉しながら、時期と状況によって操作、管理するのがベス

トだと思うんですけれども、土砂堆積があることによって100％機能を果

たすことができなくなっているという状態だったと思います。なものです

から、今30万トンが堆積してその上に水が貯水されているんですけれども、

100ミリとかそういうゲリラ豪雨が降った場合、その分が本来なら100％た

められるはずが、30万トンなければ７割ぐらいしかとまらない。そしても

し、それが漏れるぐらいに、100ミリ降ったとなると30万トンの分の水が

たまらないものですから、そこからあふれ出す。そしてあふれ出した水は

結局吉田川に流れるわけですから、そうすると吉田川に流れるということ

は吉田川の下流の落合・鶴巣地区の水位が上昇して水害が起こってくるん

ではないかなと私は思います。 

そしてまた、今回の震災で劣化によって亀裂が入って水漏れした箇所が

あって応急処置されたということなんですけれども、今後、それらの決壊

の心配はないものなのかどうか。それが一番地域住民の方々は心配し、不

安に思っているものですから、このことについて町長の所見をお伺いいた

します。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

決壊の心配ということでございます。確かに今、本来の保水量がないと

いうことで、たまる量は少なくなっております。ただ、あそこのダムの場

合は、満水になった場合は自然に越流するという状況になってきまして、

それ以上といいますか、無尽蔵にたまっていくわけではないということで

す。ですから越流をした分で下流分に水量がふえるということ、それはあ

り得る話だというふうに思っております。ですけれども、それであります

けれども、ダム自体にはそれ以上たまらない状況になっていますので、ダ

ムの水の量がいっぱいになって決壊するということは考えられないのでは

ないかというふうに、専門家ではないけれども、そう思います。と申しま

すのは、その辺は今回も震災があった後にそういった専門の方にも見てい

ただいた中で応急の措置をしたところでございますけれども、そういった

緊急性があって非常に危険だという判断はされていないところでございま

す。 

ただ、常の保管、やり方としまして、そうはいっても安全性を確保する

ために常に満水ではない状況、要するに堤体より３メーター下げてですか

ね、そういった中での管理をしていけばいいのではないかという指導をい

ただいております。ですから常には３メーター下げた形の管理をしていか

なければいけないというふうに思っております。 

また、あそこの確かに保水といいますか、そういった機能はもちろん持

ち合わせておる中での施設でございまして、大切な施設ではございますけ

れども、その後に南川ダムとかそういったものができている状況でござい

ますので、以前とは違って負担は少し少なくなっている部分はございます。

したがって南川ダムとかそういったものの、同じあそこではないわけです

けれども、全体として下流に行く部分でそこで調整をしていくということ

で、全く100％という保証をしろと言われたときに、絶対大丈夫ですと言

い切れない部分はもちろん自然災害ですからあるわけでございますけれど

も、今の段階でそれはないというふうに思っております。 

また、もう一つ言えば嘉太神ダムを、今あそこはため池としてあるわけ

でございますけれども、本来最上部に嘉太神ダムの建設をお願いしている
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状況にございます。それはあのダムとはまた違って目的でといいますか、

吉田川下流部に対しまして国交省管轄で、吉田川管理をしている中での河

川の維持・保管のための中で流域の人たちが上流にダムをということで、

これは計画にはまだ正式にはのっておりませんけれども、国の方でも調査

をするという段階になっております。したがって国の方での調査の中でも

非常に緊急性が高い部分であればもっと急ぐということが、そういったこ

ともある状況にあるというふうに考えますので、そういったことからすれ

ばご心配いただいているような部分については大丈夫ではないかというふ

うに私は今考えておるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠日出子さん。 

 

８  番 （堀籠日出子君） 

ただいま町長のご答弁をいただきまして安心いたしました。 

しかしながら、近年のゲリラ豪雨等々考えた場合、やはり嘉太神ダムに

は安定的なダムになっていってほしいものですので、今後も継続して機能

審査、それから劣化調査の年度も含めた中で要請をしていただきまして、

地域住民の安全確保に努めていただくことを願いまして私の一般質問を終

わります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

以上で堀籠日出子さんの一般質問を終わります。 

６番髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

それでは、早速質問させていただきます。 

まず、ことしさまざまな災害が発生いたしましたが、その中で多くの

方々が被災をされ、いまだなお不自由な生活をされていること、一日でも

早い普通の生活に戻られることを改めて願って質問をさせていただきたい

というふうに思います。 



 

 ７６

大災害からということで、ことしは大地震あるいは台風によるゲリラ豪

雨、次々と起こる歴史的な大災害に翻弄された１年でありました。想定を

はるかに超える被害、中でも停電や化石燃料不足という、現代社会には欠

くことのできないものが絶たれたことによって情報収集や避難生活に深刻

な影響を与える結果となりました。 

この災害を経験したことによりまして、18年に大和町防災会議が示した

地域防災計画、震災編・風水害編、これらの対策では不十分だったという

ことが明らかになったわけであります。早急に内容を見直す必要がありま

すし、その中でも優先事項として取り組まなければならないことが当然あ

ろうと思います。そのことについて現在どういう状況になっておるのかお

伺いをします。 

また、通信網が絶たれたことによって今回特にクローズアップされた、

特に震災時に威力を発揮した防災無線設備、このことについてはさまざま

なご意見をいただいたところでありますが、今、国が進める電波をアナロ

グからデジタル式にかえるという方針に従って、現在町でも検討されてお

られるシステムの再構築のときに、戸別の受信機を町内の全戸に設置する

ことはできないものかという思いから検討をされてはどうかという思いを

込めて町の考え方を問うものであります。 

さて、今回の被災者の方々が生活を取り戻すために各種国・県・町等で

制度を立ち上げて、その中で支援金あるいは義援金としてお渡しをさせて

いただいておるわけでありますが、この分配状況について伺うものであり

ます。どのようになっていらっしゃるんでしょうか。 

また、先日の報道では、震災の混乱の最中に被災者に対する生活福祉貸

付金、これが一部暴力団員等が不正に貸し出しを受けておったということ

が判明し、現在、返金を求めているということでありました。大和町で当

時、同様のケースがなかったのか伺うものであります。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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それでは、ただいまのご質問にお答えをします。 

平成18年３月策定の大和町地域防災計画に基づいて、本町では大地震と

風水害の来襲に備えまして災害対策本部の組織編成や避難場所、避難所の

指定、防災備蓄品の整備を行ってまいりました。地震の被害想定につきま

しては、宮城県が平成14年度から15年にかけて実施いたしました第３次地

震被害想定調査を使用いたしまして、宮城県沖地震、宮城県沖連動長町-

利府線の地震の被害が一番大きい数値を採用いたしまして、倒壊家屋数や

短期避難者数の避難想定数値を採用しております。 

宮城県では第４次地震被害想定調査を平成22年度と平成23年度に行い、

宮城県の防災計画を見直す計画でしたが、今回の大震災によりまして被害

想定調査が中止されましたので、町の地域防災計画の見直しは、被害想定

の箇所を除きまして、大和町地域防災計画にかかわります各種課題への取

り組みと計画の見直し、災害行動マニュアル編の見直し、町内自主防災組

織との連絡運用及び支給資材の検討、これを優先に取り組んでおるところ

でございます。 

このことにつきましては、班長を中心としました災害対策プロジェクト

チームを10月１日付で設置いたしまして、年度内に地域防災計画の一部修

正と防災マニュアルを策定する計画でございます。 

次に、災害時に威力を発揮する防災無線設置戸別受信機の全戸設置はシ

ステム時にできるかのご質問にお答えいたします。 

現在、災害防災無線は子局が96局、戸別受信機は234個を設置している

状況でございます。 

デジタル化につきましては、電波法の改正によりまして、平成28年５月

までに現在のアナログからデジタル化へ切りかえをする必要がございます。

既に基本計画は平成19年度に作成しており、補助導入に向け、制度等の研

究を行っておりましたが、今回の東日本大震災によりまして防災無線のあ

り方を再検討する必要があると考えております。 

窓を閉めて防災無線が聞き取りにくかった等の問い合わせがあり、今月

からは複数の情報系統を確保する観点から、防災無線放送内容をツイッタ

ーに掲載しております。12月の広報紙でツイッターの利用方法についてお

知らせしますので、ご利用をお願いしたいと思います。 
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次に、被災者の生活再建に向けました各種制度資金や義援金の分配状況

でございますが、住居の大規模半壊以上を対象とする生活再建義援金は90

世帯中92世帯へ支援済み、半壊以上を対象とする災害義援金につきまして

は314世帯中311世帯へ支給済み、本町独自に創設いたしました住宅再建支

援金は202世帯中、199世帯へ支給しておりまして、いずれも98％以上の割

合となっております。 

しかしながら、罹災証明の申請が今も続いておりまして、今後、認定状

況によってはなお追加支援が必要となってまいります。 

また、本町に寄せられた義援金につきましては、罹災世帯確定後、配分

委員会を開き、決定後、速やかに交付したいと考えております。 

次に、社会福祉協議会貸し付けの福祉資金緊急小口特例資金については

186件、2,705万円の貸し付けが行われました。貸し付けに際しましては、

身分証明書、免許証等の提示と印鑑、振込口座の写しを町社協が県社協に

進達し、県社協が貸し付けを決定しております。 

当該融資に関する貸付排除条項の中に暴力団等が明記されておりまして、

議員ご指摘の件につきましては、県社協が一括して宮城県警に調査依頼を

行っております。判明した場合は、県社協から対象者に返還を命ずること

となっておりまして、町社協にはその旨の報告がこちらに返ってこないよ

うな仕組みとなっておるところでございますので、こちらで把握できない

状況でございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

優先事項として、１、２、３点ほど述べられました。私が考える優先を

述べさせていただきたいと思いますが、まず最初に、今回の震災あるいは

台風による大雨被害、これについての町としての総括が大前提ではないか、

必要なのではないかというふうに思いますが、それを町として今なさって

いるのか、なさったのか、それが必要と考えていらっしゃるかどうかお聞

かせください。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

震災、また台風への総括ということでございますが、今、町の方で現在

進めておるところでございます。それぞれの課、担当、そういったところ

に計画にのっとった動き方、それでよかったのかどうか、今後どうあるべ

きか、そういったことについて今取りまとめを行っている状況でございま

す。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

今回のことは宮城県に限らず国も想定が全く覆されたわけでございまし

て、国の防災計画、あるいは県の防災計画との連携・連動というのは当然

町としても必要なのでしょうから、それが定まらない限りは町としてもな

かなか計画を詰めていくことはできないんだろうというふうにお察しして

おります。ですから今、町としてやれることというものは、今お話を申し

上げたまずは総括をした上で、今、お話をいただきましたが、各課あるい

は各担当ごとの取りまとめをされているということでございますが、私は

そこにもう一つの視点というか、逆にもうそれが相当今後の計画に役立つ

のではないかということで申し上げますと、これは単なる記録の整備にと

どまらず、被災された被災者の体験並びに声を記録として残すということ

が最も大切なのではないかと。これは今後の同様のケースがあった折には

十分な備えをするための住民の方への一番の説得力のある資料となると思

いますが、そういったものをお加えいただくことを検討いただけないかと

お伺いをしたい。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

先ほどの説明、言葉不足でございました。議員お話しのとおりそういっ

たことも必要ということで、今記録のまとめをやっておりますが、被災者

の方々に体験と言ったらちょっと語弊あるかもしれませんが、そういった

ものも伺っております。 

また、地区それぞれでアンケート調査をしている地区とかそういったこ

ともございますし、それから民生委員の方々もそういった活動もやってい

ただいております。そういったものも参考にさせていただきながら今取り

組んでおるところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

次に、私が考える、検討なさっていらっしゃると思いますが、あえてお

話を申し上げますと、今回、役場庁舎も新しく建てたばかりだったわけで

ありますが、ほかの施設よりは災害を免れたとは思いますが、基本的には

司令塔としての役場庁舎、これは全く被災を受けてはいけないというのが

私の考え方であります。とりわけ混乱が大きければ大きいほど中心点とな

る部分がその役割を増すということは当然のことでありますので、今回弱

点と言われた燃料、電源、動力、あるいは非常食等々想定されるものです

ね、これは早速用意なされるべきだろうというふうに思います。 

あわせてもう１点申し上げますと、これは大きくとらえていだたきたい

ですが、減災対策、災害は免れないという観点から、いかにそれを減らす

かということで、これまでの前段で指摘した防災計画では一番弱点と言わ

れる事柄だと私は思っています。防災計画には総合的なあるいは計画的な

減災の観点からの指示・指摘・記述が全くもってないに等しいということ

であります。当然のことながらそういった計画が町の総合計画、あるいは
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都市計画マスタープラン、こういったものの中にも反映されていない。で

すからまちづくりの一環としてそういったものに減災対策を講じるという

視点を加えるべきですし、今回の震災対策あるいは風水害編の部分的な見

直しにとどまらないで総合計画あるいは都市計画マスタープランの中にそ

ういったものの実効性を加え込むということをなさるべきだと思いますが、

どうでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

ただいまのご質問ですが、今回庁舎の被害、おかげさまで新しい庁舎に

なりましたので、そういった部分では大きな被害はなかったところでござ

いますが、ご指摘の燃料とかまたは電源、動力、そういったものについて

十分だったかといった場合にはまだまだ、これは庁舎だけではないんだと

思いますが、補うべきところがあるというふうには考えております。 

これまで震災に関して２分、２時間、２日間といいますか、そこをしの

げば日本じゅうは何とかなるんだというふうな、神戸震災のときもあった

んですが、２日頑張れば日本のどこからでも届いてくるとかそういった安

全神話といいますか、そういった認識の緩さといいますか、あったような

気がいたしております。 

今回そういったことが全くそうではないということをだれしも認識した

ところでございまして、非常食なり燃料、電源の確保というものについて

これまでの考え方とは違った考え方をしていかなければいけないんだろう

というふうに思っております。 

また、減災対策ということでございますけれども、これまで自然災害対

応につきましては、自然災害はどうしても避けて通れないという状況の中

で、基本的には減災、災害を少なくするという考えの中の計画づくりがも

ちろんあったんだというふうに思っておりますが、その部分がまだまだ足

りなかったという、もっと明確に打ち出すべきだというようなご指摘だと

いうふうに思っております。 
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そういった意味では、これまでやってきた部分プラス今回実践で経験し

たこと、必要なこと、そういったことにつきましてプラスした中で計画を

組み込んでいくということになると思います。もちろんそういうことが連

動していって総合計画等によって安全・安心なまちづくりというふうにつ

ながっていくんだというふうに思っておりまして、連動した総合的な考え

方とした中でそういったことは必要だというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

あわせて、減災の考え方を反映させるためには当然それなりの予算、資

金が必要になってくるわけであります。ですから減災を行うための減債推

進基金ですか、こういったものを町として創設されて、平時のまちづくり

のときから被害を軽減する対策、こういったものに優先的に投資すると。

結果としてそれが費用対効果が高い政策として反映されるというふうに私

は思います。この減災推進のための予算組みというものを新年度予算から

早速でも考え方として取り入れていってはいかがかと思いますが、どうで

しょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

減災推進基金ということでございますけれども、基金というものについ

て今そういったものを創設ということでございますが、現在そこまではま

だちょっとないところでございます。財調基金とか、またはそのほかの基

金の中で使える部分もございますし、そういったものを利用してもできる

のかということがございますが、今後こういった減災に特化したというも

のも考えの一つではあろうというふうに思っております。 

また、新年度の予算ということでございますけれども、当然今マニュア
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ルの見直し等をやっている中で資機材の見直しとかそういった部分がござ

います。そういった中での予算づけといいますか、そういった対応はして

いかなければいけないというふうに思っておりまして、それを特別特化し

て１項目にということではないにせよ、そういった対応はしていかなけれ

ばいけないと思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

これからさまざまの方々の英知を終結した上で計画が組み立てられてい

かれるんだろうというふうに思いますから、今申し上げた観点、ごく一部

のことでございましたけれども、そういったものも包含していただいた中

で、早急の対策の再構築に向けてお進めいただきたいというふうに考えま

す。 

防災無線のことにつきましては、今回の震災を受けて改めて考え直さな

ければならないということにまとめられておるようでございますので、ぜ

ひ全戸の設置に向けた検討を実現に向けて深めていただきたい。 

なお、これまではご承知のとおりアナログというような電波を使ってい

たおかげで、言ってみれば市販の防災ラジオ、携帯ラジオでも周波数を合

わせれば聞くことが可能だったわけでありますが、今回のデジタル化によ

ってそういったことは全く不可能になる、専用の機械でないと受信はでき

ないということになりますので、それはぜひ検討の中でも大切な判断材料

としていただきたいですし、ツイッターのことがございました。私も早速

フォローさせていただきました。利用できる方にとっては非常に便利かつ

貴重な情報源として認識をしておりますが、まだまだこれについては普及

をいたしておりませんので、総じて申し上げれば全戸への戸別受信機の設

置は不可欠なのではないかということを改めて申し上げます。 

これは防災無線、もう一つだけ加えて言いますと、当然ご承知のとおり

他の類似団体でもこの切りかえ時にそういったことをやろうとしていると

ころ、まあまあふえておるようでございます。特にこの震災を経験して被
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災地ではその流れがあるようにも私は情報としては得てございますので、

検討をよろしく求めたいと思います。 

続いて、被害者生活再建支援金あるいは義援金の分配について伺うもの

でありますが、この質問を具体的にさせていただく前に、なぜこの質問を

させていただくことになったかという経緯について一言申し上げたい。 

これは９月議会最終日に、私は支援金の分配状況を調査したいので、そ

の資料の提出方を求めたいということを事務局を通じて総務まちづくり課

の方に申し入れをいたしました。返答は口頭であったのですが、すぐに出

せないというお答えでありました。議員の身分をもって支援金が適正に使

われているか調査をしたいということを申し上げたのに出せないとはどう

いうことかと、いささか疑問と不満を持って、じゃしようがないなと、そ

ういう見解であればいたし方ないので、制度としてある情報公開条例を活

用して提出を求めようということを決めまして、それの申請書を書きたい

のでくれというお話を申し上げたと。そうしたらば、担当の課長さんおい

でになられて、今度は面談をした上で、同じように利用目的等々お話を聞

いてこられましたので、税金が正しく使われているかどうか確認をしたい

んだということを申し上げました。非常に困惑してお困りになっていたよ

うな状況でございましたが、結果としては互いの会話の中でも最終的には

資料の提出はできないということでございましたので、申請書に記入して

21に開示請求をいたしました。手続どおり10月５日に、コピー代がかかる

んだというお話をいただきましたので、当然お支払いをした上でちょうだ

いいたしましたものが手元にございます。こういう真っ黒けの資料。何が

何だかさっぱりわかりません。これが出された決定通知書、ここにござい

ます。日時、開示を10月５日の９時にしますから担当課まで連絡してくだ

さいと。情報の一部を公開しない理由が説明されております。個人が識別

され、非公開とされる情報が含まれるためと。所管課は保健福祉課だとい

うことで、開示担当は総務まちづくり課だと、そういうことで自分で議員

として調べようとしたことがかなわなかったのでこういう形で進んできた

わけでございますが、どうなんでしょう、この対応というのは。果たして

妥当な対応だったと町長お考えですか。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

対応についてでございますけれども、手続上、妥当といいますか、そう

いった形。これは基本的に個人のどなたに幾ら行ったかという開示までで

あったのではないかと。何人にどういう形で幾らの金額というのであれば

ですが、個人に行ったところまでとなりますと、やはりそこは情報公開の

中のルールの中で審査はしていかなければいけないというふうに思います

が。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

個人情報の保護、あるいは情報の開示についての制限があることは私も

百も承知をさせていただいております。また、一方で、先ほど前段からず

っと理由を申し上げているとおり、議員の立場として町が扱う公金の適切

な運用について、立場上調査あるいは審査をするというのは、これはお役

目として与えられているものでありますし、それを明言した上で申し上げ

たことに対して情報公開条例、これは私を含めた町民２万6,000人に与え

られた平等の権利であります。その中で、今言ったルールにのっとって開

示されたということは、私は一抹の不満も持っておりません。 

前段で申し上げた部分についていかがかという私は見解を問うたわけで

あります。それについて改めてお伺いをいたしますし、情報公開条例の審

査に当たって、これは聞くところによると庁舎内での審査会、それで不服

がある場合には外部の審査会、あるいはそれで済まない場合は裁判だとい

う工程があるわけでございますが、まず第１弾、私が先ほど申し上げたよ

うに、口頭で申し上げた段階で開示がされなかったということを前提とし

た今回の情報公開の内部の審査の構成メンバーというものを参考までにお

聞かせいただきたい。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

構成メンバーにつきましては課長の方からお話し申し上げます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

総務まちづくり課長千葉恵右君。 

 

総務まちづくり課長 （千葉恵右君） 

情報公開審査の内部の委員会の構成メンバーのお尋ねでございますが、

委員長については副町長でございます。構成メンバーについてはそれぞれ

所管する課の課長で構成をしてございます。総務、財政、保健福祉、教育

総務でしょうか、そういったメンバーでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

ありがとうございました。 

前段のご見解をまだ伺えなかったわけでありますが、議員としてそれが

達せられないんであれば、ひょっとすると議員って必要ないのかなという

ふうにさえ今回私は感じました。 

ちょっと違った視点から申し上げますと、例えば議会の中でも個人情報

にかかわるような審議をする場合に、議会からは求めなくても町の方から

説明資料として個人情報にかかわるような資料が各議員に配付されており

ます。この扱いと今回の扱いに何の違いがあるのか私は理解できないとい

うことを申し上げている。お答えをいただきたい。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

議会で個人情報という場合には、例えば人事案件とかそういった件が上

がるんだと思いますが、そのときにはご本人のご了解もちょうだいしてお

るところでございます。 

今回の被災者の方につきましての名簿ということでございますので、こ

のことにつきましては被災者のプライバシーという部分がありまして、議

員さんの立場ということも今お話しでございますけれども、基本的にそう

いったプライバシーを守られるという大前提がある中での一つの判断でご

ざいます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

今の答弁ではちょっと納得しかねるんですが、これまで個人情報が含ま

れた情報を各議員が配付を受ける場合には相手方の了解をいただいている

というケースだからだというお話がありましたが、場合によっては裁判等

の関係で相手方があった場合の情報だとかそういうものも全部、それでは

そういう方々にご理解、ご納得をいただいた上で開示をされているのかと

いうことを思いますし、情報公開条例の中身を読んでみましても、目的外

に使用することはまかりならぬとか、要するに情報の適正な扱いというの

は当然示してありますし、事議員であれば、その前段として先ほど申し上

げましたように目的がきちっとあってお話を申し上げておるわけでありま

すから、これはどうなんでしょうね。議会として、議員として、個人とし

てやっているんだからそれはだめなんだということで理解をすればいいの

か、議会全体がそういうふうに見られているのか。私はその判断もつきか

ねたということであります。本題ではありませんので、このことについて

はこのぐらいお話をさせていただいて、ぜひ善処あるいは改善を私は求め

たいというふうに思います。 
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それで、内容についてもともと知りたかったことを伺います。先ほどの

御答弁の中で支給が98％、ほぼ全部に近い支給を終えていますと、これは

大変困っていらっしゃる方にとっては遅い遅いと言われている中で大和町

進んだということで、大変よろしかったのではないかというふうに考えま

す。しかし、私がいただいた真っ黒けの資料を見ても、申請者数と被災さ

れた全壊あるいは大規模半壊、あるいは町独自の半壊と判定された建物の

数が違っているんですね。これはどうしてそういうことになっているのか

教えてください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

一つ考えられることは、今も新しい申請が出てきております。そういっ

た中で再調査した結果、半壊が大規模になったとかそういった動きがある

ということが一つございます。 

それから、世帯数の二世帯住宅家族といいますか、そういった中での数

値の違いが出てくるケースがあるというふうに考えられます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

６  番 （髙平聡雄君） 

まだ進行途中だから数字が違っているんだということが１点と。世帯分

離をされているからなんだと、二世帯住宅なんだということでの数字の違

いなんだということでありますが、それではこれまでの98％の支給の中で、

まだ進行形のやつはわかっていなわけですから、それはお伺いしても答え

がないんでしょう。世帯分離をされているということについては該当はど

れぐらいそれぞれあるんですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

その数字につきましては保健福祉課長の方からお答えします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

保健福祉課長瀬戸啓一君。 

 

保健福祉課長 （瀬戸啓一君） 

お答え申し上げます。 

世帯分離につきましては、該当しますのが国の方、厚生労働省から来る

生活再建支援金、全壊・大規模半壊、これにつきましては12世帯全壊、大

規模４世帯でございまして、16世帯ございます。世帯分離して二世帯住宅

ですね。 

それから災害義援金につきましては、大和町で314世帯、現在対象とな

っておりまして、先ほど町長お答えしましたとおり、うち311世帯の方に

義援金支給済みという状況でございまして、残りの３世帯につきましては

後から認定を受けた方々が現在、手続中が３世帯ございます。うち世帯分

離世帯22世帯でございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

ご承知だと思いますけれども、今、世帯分離あるいは二世帯住宅等々と

いうことで、全国各地でさまざま議論を読んでいるところであります。そ

れが大きく問題になっている自治体もあるやに伺っております。 

義援金も多分同じような形で同様の支払い、世帯分離をしたところは言

ってみれば同じうちに住んでいながら世帯分離をしているから、要するに

それぞれに支払ったということでしょうから、結果的に数字的に見れば、

通常の単独世帯に比べると倍額が同じ住所地の同じうちに該当したという

ことになるんだろうというふうに思います。 
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そこで、これは国の政策で、大和町の場合、保健福祉課が窓口となって

申請を受け付けて、進達という形をもって国に提供したと。その情報によ

ってそれぞれ国から直接被災者の方に資金が渡っているというお話でござ

いましたが、受け付け窓口の担当、大和町ということではないですよ、の

考え方によって、それが同一世帯なのか、あるいはそうでないのかという

ようなことで大分議論を呼んで、担当者によって、前に来たときにはそれ

は世帯分離されているから同じそれぞれに払うんだというところで、それ

の判断は私たちがするわけでないから、あるいは世帯分離している何らか

の確たる証拠を提示していただかなければ世帯分離とは言えないんだから

それはだめなんですということでもらえなかっただとかということもある

やに聞いております。あるいは意図的にそれを利用して、夫婦でありなが

ら世帯分離をして、子供２人いるうちの１人ずつをそれぞれの世帯で抱え

てそういうことをやったというケースも聞こえております。ですから本当

に苦しんでいる方々から見ると非常に心苦しいというか、何で被災を受け

た上にそういうことまで言われなければならないのかということになるん

だろうというふうに思います。そういう意味でも、そういうことを言われ

ないような対応ができたのかどうか、そういったものはだれがチェックす

るんですか。町の担当者のことをだれがチェックするんですか。我々じゃ

ないんですか。ですから先ほど前段で申し上げたようなことを一生懸命や

っている窓口の方々の思いも込めて、そういう誤解が発生しないような対

応を私はとるべきだったんじゃないかと思っております。 

そのことだけに時間を割いておられませんので、二世帯住宅、あるいは

世帯分離、要するに二世帯住宅というのはそれぞれがそれぞれの生活を、

同じ建物とはいえどもすっかり分けて生活をしている方、あるいはそうで

はなくても共同生活ではなくて一つのやかたの中にはいるけれども、それ

ぞれ生活しているんだという形での世帯分離。このごろ介護保険だとかあ

るいは保険等々のことによっても大分そういうことが一方では進んでいる

ということで、実態にそぐわないということで、これもさまざまな論があ

るところであります。ですから今回は特に災害の中で起きていることであ

りますから、誤解のないような運営を改めてしていただきたいと思います

し、私の耳に聞こえる中には、非常に私も心もとないようなご意見を賜る
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場合もございます。そういったことは一切ないんだということを明言でき

るような体制で進めていただきたいというふうに思います。 

あわせて、時間も時間ですから、これは先ほど町長からかのご答弁の中

に、まだ進行形だと、確定していないんだというようなお話がございまし

た。これに対しての町からの被災者に対する情報、まだ大丈夫ですよと、

あるいは先ほど言ったように、まだそういう手続が進んでいない方を漏れ

なく探すような対応というのはいかようにとられているんでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

まず、窓口の受け付けといいますか、その中で対応について町として間

違いのないようにということでございます。もちろんそのとおりやってい

かなければいけないというふうに思っておりまして、やっているとは思い

ますけれども、なお議員さんの方に何かそういった情報でも入ったり、そ

ういうことであれば遠慮なく言っていただいて、正すところは正していか

なければなりませんので、なおよろしくお願いしたいと思います。 

それから、再調査といいますか、そういったものにつきましては、広報

で何月何日、一応12月ということで、１月でしたか、やっておるところで

ございまして、ただ、そう言っていながら来られる場合とかあったりする

ケースもあるものですから、そういうことのないように、ある一定のとこ

ろで区切りをつけないといけないというふうに思っております。そうでな

いと、いつまでそれがいいんだということがございますので、そういった

形で今回も広報に、今度１月号に再度上げるようにしております。そうい

う形で広報啓発をしております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 
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12月７日付で記者発表件でございまして、申請期間の延長ということで、

25年４月10日までということが広報されております。町のホームページに

もぜひすぐ載せていただいて、対応ができていますということをお知らせ

いただきたいというふうに思います。 

それと、この話題で最後にもう一言だけ申し述べさせていただきたいと

思います。 

これの審査、先ほども申しました情報が開示されるまでの間の審査期間

中に、先ほどお話をいただいた内部審査会にかかわっていらっしゃるとい

うことが今はっきりしましたので申し上げますが、その委員のお一人の方

から私あてに自宅に連絡がございました。その中でのいろいろさまざまな

通常の会話のほかに何か必要だということであるけれども、目的は何です

かというようなお話があったわけで、同じく変わりなくお話し申し上げま

した。議員の立場として調査をしたいんだということを申し上げました。

「ですよね」と。「まさか選挙に使うわけでもないだろうけれどもね、そ

の資料、何に使うのかと思ってしゃ」というようなたわいもない、時節を

とらえたユーモアあるジョークと私はとらえておりますが、その方ご自身

の見識を疑われかねないことにつながるのではないかと心配をいたした次

第でございます。さまざま私のことを心配いただいていることは十分に承

知した上であえて申し上げさせていただいて、この質問は今回はこの辺に

させていただき、次の質問にさせていただきたいと思います。 

まちおこしの視点からということで、お伺いをするものであります。 

近年、Ｂ級グルメ、ゆるキャラ、あるいはご当地ナンバー等を利用した

まちおこしが全国各地で行われております。Ｂ級グルメを持ち寄ったＢ－

１グランプリは全国大会として定着し、ゆるキャラグランプリは、昨年度

から人気投票が行われるなど、年々注目度が高まっております。本町での

取り組みについて伺います。 

また、ご当地ナンバープレートを使ったそれも年々広がりを見せ、特徴

ある形やキャラクターを描いたプレートを装着した原付バイクがまちの観

光ＰＲの一助として担っていると。さきに私が導入を提言したご当地ナン

バープレートがまちづくりに生かせるかどうか、研究してはどうかという

とりあえずを申し上げておりました。いろいろ検討するというふうに伺っ
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たわけでありますが、その目的、費用経費、効果等について、その後、研

究されたことをお聞かせをいただきたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

それでは、ただいまのご質問にお答えをいたします。 

初めに、ゆるキャラの関係でございますけれども、ご承知のとおりゆる

キャラは「ゆるいマスコットキャラクター」を略したものでございまして、

地域全般の情報ＰＲ、企業・団体などに使用するマスコットキャラクター

のことでございまして、本町におきましても昨年の町制施行55周年記念事

業としまして、大和町のイメージキャラクター「あさひな三郎」の着ぐる

みを作製したところでございます。まほろば夏まつりのときに町民の皆さ

んにご披露してデビューを飾りましたが、その後もさまざまなイベントに

登場し、町民の方々からの人気度も上がってきております。 

また、ことしはゆるキャラグランプリにもエントリーし、全国へあさひ

な三郎を紹介いたしました。グランプリの結果は、約350体の中で１位は

熊本県の「くまモン」でありましたが、あさひな三郎は残念ながら245位

と上位に食い込むことはできませんでしたが、多くの皆さんからのご支持

をいただいたところでございます。この投票につきましても町のホームペ

ージに掲載をいたしまして、多くの皆さんにお知らせをしております。 

また、最近では、県の観光連盟主催のイベントや各種祭りを紹介するテ

レビに登場するとともに、ベガルタ仙台のホーム試合でのスタジアムにも

呼ばれて皆さんに愛されておるところでもございます。 

あしたでございますが、12月14日には島田飴まつりが開催されますが、

そこでもあさひな三郎のほか、むすび丸などの６体が八幡神社に集合しま

して祭りを盛り上げる一翼を担っておるところでございます。 

次に、Ｂ級グルメ、Ｂ－１グランプリに係るご質問でございますが、Ｂ

級グルメにつきましては、安価で日常的に食される庶民的な食べ物のこと

と言われておりまして、外食以外に家庭料理も該当すると聞いております。
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現在特にＢ－１グランプリでは地元の食材をもとに、地域おこしにも一翼

を担うものが出展されております。 

当町でも、鶴巣地区の転作田で収穫されましたソバと吉田地区のマイタ

ケを独自のスープで調合した鶴の舞というネーミングの温かいそばを年に

１度島田飴まつりのときに来場者へ提供するという取り組み事例がござい

ます。 

このように農協や商工会、地域等主催の行事、町内飲食店などにおいて

もオリジナルの一品があろうかと思います。必ずしもＢ級グルメ、Ｂ－１

グランプリにこだわらない、地元の食材を使用して多くの方に食される名

物料理や郷土料理に類する新たなメニューの出現について期待をしている

ところでございます。 

次に、ご当地ナンバープレートを使ったまちおこしについてでございま

すが、平成19年12月定例会、七ツ森をイメージした形の新ナンバープレー

トについて議員から一般質問されまして、特殊な形での標識交付は時期尚

早と考えていると回答したところでございます。 

ご当地ナンバーは、平成19年７月に愛媛県松山市が「坂の上の雲」をイ

メージした原動機付自転車のナンバープレートを導入したのが最初で、ナ

ンバープレートのデザインを工夫することで観光ＰＲの知名度の向上を目

指すという目的から導入団体が増加傾向にあり、県内では登米市、登米市

では米をデザインしております、気仙沼市、これはサメをデザインして導

入しております。 

当町の125㏄以下の原動機付自転車の登録台数は平成22年度末で1,105台

でございまして、平成17年度の1,229台と比較しますと124台の減少となっ

ており、登録台数は年々減少している状況にございます。減少傾向は全国

的なものでありまして、国内の125㏄以下の二輪車販売について見ますと、

2000年が66万575台、2010年が32万7,615台とほぼ半減しておりまして、そ

の背景には若者のバイク離れがあると言われております。黒川高校のバイ

ク通学者が平成19年が50人だったものが、平成23年は20人と減少している

状況にもございます。 

また、ナンバープレートの作製経費につきましては、現在の１枚当たり

単価230円ですが、ご当地ナンバープレートを作製する場合、特殊金型を
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新たに作製しなければなりません。その作製費用は、デザインにもよりま

すが100万円程度必要となります。そのほかに１枚当たりの費用が追加さ

れますので、徴税コストの面から難しい状況があると考えております。 

一方、ご当地ナンバーが観光ＰＲ等にどのような効果をもたらしている

のか、先に導入した近隣自治体に問い合わせしてみましたところ、いずれ

も導入当初はマスコミにも取り上げられ、ある程度のＰＲ効果はあったも

のの、その後の効果は薄れてきているということでありました。 

当町でご当地ナンバーを観光ＰＲ等に生かせるかを考えた場合、他自治

体と同様にＰＲ効果は限定的なものになると思われます。そのため町の観

光ＰＲや知名度の向上につきましては、各種イベントやイメージキャラク

ター「あさひな三郎」の着ぐるみの活用などにより推進していくことがよ

り効果的であると、このように考えております。すみません。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

議長、特にお願いを申し上げます。答弁が非常に詳しいおかげで私の発

言時間が限られてしまいました。多少のお時間をいただくことをお許しい

ただきたいですが、よろしいでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

はい。髙平聡雄君 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

このことについて、町長一言お伺いします。足柄山から連想することを

言ってください。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

金太郎です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

髙平聡雄君。 

 

６  番 （髙平聡雄君） 

うれしい答え、ありがとうございます。 

南足柄市、金太郎さんを描いているんですね。ですからそういう効果を

私は申し上げているんで、費用がどうのこうのだとか、ほかの自治体、余

り調子のよくない自治体に聞いたんじゃないですか。ほかの自治体、よく

聞いてくださいね。 

あと、245位、残念でしたね。私一生懸命投票しましたよ。どうぞ皆さ

ん、ほかにもアピールをしていただいて、次回はぜひベスト10入り目指し

ていただきたいと思います。これは次回にまた改めてしますが、先ほど前

段のお話でございますが、議長、私の方から求めます。 

議会として、先ほどの資料の提出とともに、それが提出ができないとす

ればその理由をあわせてお伺いをしていただきたいと同時に、私としては

議員全員に先ほどの生活支援金等々、あるいは町独自のものについての説

明の時間をとっていただくように町の方に申し入れをいただきたいという

ことを申し上げたいと思います。 

お取り計らいをよろしくお願い申し上げまして私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

以上で髙平聡雄君の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

休憩時間は10分間とします。 

 

         午後３時５０分  休 憩 

         午後４時００分  再 開 
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議  長 （大須賀 啓君） 

再開します。 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

５番堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

それでは、通告に従いまして３件、３要旨につきまして質問をいたしま

す。 

２件が町長、１件が教育長に質問いたします。 

まず、１件目の全国の自治体との災害時応援協定を締結してはを質問い

たします。 

東日本大震災から９カ月、全国から多くのボランティア支援をいただき、

ライフラインなど大分復旧・復興が見えてきました。瓦れき処理も東京な

どから受け入れがあり、今後さらに進むものと思います。 

しかし最近、日本のところどころで地震が発生し、油断が許されない昨

今であります。宮城県沖地震もこれまで37年周期で発生しており、今回の

地震とは別という話も聞きます。 

千年の一度の大津波、37年周期の宮城県沖地震を考慮し、本町でも各種

団体・企業等々と災害時の協定を結んでおりますが、他の自治体の中には

全国の自治体と姉妹都市やサミットなどの参加で交流のある自治体との間

で災害時相互応援協定を締結している自治体もあります。 

今回の災害で、人的、物的、義援金などの支援を受けましたが、協定を

結ぶことにより確かな支援関係を築き、災害時、支え合うことが必然的に

なると思います。災害は地震、津波、台風ばかりでなく、いつどんな想定

外の災害が発生するかわからないので、災害に強いまちづくりのためにも

本町でもサミット、あるいは交流の多い自治体と協定を結ぶべきと思いま

すが、町長の所見を伺うものであります。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

それでは、お答えをいたしたいと思います。 

災害時応援協定は、宮城「館」防災に関する相互協定を初め、宮城県市

町村総合応援協定、日本水道協会宮城県支部災害時相互応援計画、白石食

品工業株式会社仙台工場との災害時における支援協力に関する協定など、

13の協定を現在締結しております。 

全国の姉妹都市等の災害協力協定としましては、平成７年10月にまほろ

ば連邦加盟市町村の災害時における相互応援に関する協定を全国12市町村

間で締結しておりましたが、加盟市町村が市町村合併をしたためにまほろ

ば連邦が解散され、協定は消滅しておる状況にございます。 

しかしながら、今回の震災直後におきましては、神奈川県大和市から毛

布や食料品等の支援物資のご提供をいただいたほか、鹿児島県の大和村か

らお見舞いをいただくなど、心温まるご支援もいただきました。このほか

にも新潟県見附市や静岡県湖西市など多くの自治体からの支援をいただい

ております。 

また、支援協定は結んではおりませんが、県内沿岸部に対し給水応援、

物資の提供、保健師の派遣など人的応援などを行っており、災害時には協

定あるなしにかかわらず相互の支援が必要と考えております。 

今回、ご支援をいただいた自治体を初めさまざまなつながりのある自治

体さんとは今後も災害協定を含めた交流をし、きずなを深めてまいりたい

と、このように考えておるところでございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

大変前向きな答弁で、質問のしようがないような感じがするわけですが、

今、宮城の「館」の防災に関する相互協定を初め白石食品など13の協定を

結んでいるようでございます。それから全国の大和サミットですか、12市
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町村と締結しておったのが合併で消滅してしまったということでございま

すが、残っている神奈川の大和市、それから鹿児島の大和村から支援をい

ただいたようでございますが、さらには工業団地にございますプライムア

ースエナジーの本社の静岡県湖西市からも支援をいただいたようでござい

ます。本当にありがとうございました。 

きょうの河北新報には、仙台の市立病院と秋田・山形の市立病院が19日

ですか、協定を結ぶ記事も載っておりました。 

隣の大崎市ですが、大崎市ではもう既に東京の台東区と協定を結んでい

るわけでございます。そして伊達政宗関係で北海道の当別町、あるいは愛

媛県の宇和島、それから峠サミットといいますか、それに参加自治体とし

て秋田県湯沢市、それから山形の最上町、峠サミット参加自治体として先

月11月３日に協定を結んだわけでございます。５市３町でございます。そ

れから渡り鳥関係で兵庫県の豊岡、あるいはユネスコの方で栃木県の小山

市とかいろいろ協定を結んでいるようでございます。それで向こうからは

保健師の派遣で避難所での健康管理、あるいは倒壊家屋の調査に職員など

もお見えになっているようでございます。それから宇和島からはガソリン

も届けてもらったりしたようでございます。 

本町もいろいろ交流のあるところ、先ほども話があったんですが、栃木

の壬生なんかも大分本町に行ったり向こうに行ったりしているような感じ

もいたします。それからまほろば祭りでも尾花沢ですか、これも行ったり

来たりしていましたよね。それから先日、産経で行政視察に行った埼玉の

小川町、あのときも最後、御礼のあいさつで浅野副委員長さんが、本町と

姉妹都市になってほしい、いろいろなお話もしてきましたら大変向こうの

議長さんも喜んでいたようでございました。これまで大和サミットで解散

したところもあるようでございますが、こういったところをもう一度復元

をしましてぜひ進めてもらいたいと思いますが、町長、その辺どのように

お考えか、ご回答をお願いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

協定関係でございますが、今、大崎市の例を随分挙げられましたけれど

も、あそこの場合は合併しておりますので、旧町村でそれぞれのつながり

があったと。例えば伊達関係ですと岩出山、鳴子町ですと峠関係、ラムー

ル環境関係ですと田尻とかそういったつながりがあったところを、今度大

崎市としてまた協定のし直しといいますか、そこもあったんだというふう

に思っております。 

大和町もそういった形でいろいろなおつき合いがあるところがございま

す。お互いにいろいろな形で、今はイベントを通じてとかそういった状況

のおつき合いがございますし、尾花沢とかはお互いに行き来をしている、

また今、岩手の方の石鳥谷あたりともそういった関係もできているという

状況でございます。 

先ほど申しました災害協定ということにこだわることなく、そういった

お互いの交流をしてきずなを深めるということ、こういったことがまず大

切なんだと思っております。災害に特化することではなくて、結果的にそ

ういったときにも協力体制がとれるという状況になってこようと思います

ので、そういった交流はこれからも深めていきたいと思いますし、議員さ

んお話しのとおり、議員さん方の視察の関係でそういった交流の輪ができ

れば、それはそれでまた結構なことだというふうに思っておりますので、

そういった輪を広げていくということ、これはいいと思います。 

ただ、すべてを協定とかそういうふうに絡めてしまいますと窮屈になる

ところもありますので、少し緩やかなつながりもあってしかるべきという

ふうに思っております。お互いにつき合い、交流の中でそういったお互い

の考えが一致して協定とかにもいくというふうに思っておりますので、ま

ず交流のきずなを深めるといいますか、そういったことをまず第一にとい

うことがまず初めにスタートのための前提ではないかというふうに思って

おります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 
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５  番 （堀籠英雄君） 

この協定なんかも、余り近いと、同時に被災した場合やっぱりリスクが

大きくなるので、リスク分散には遠い自治体とこういうものを結ぶべきだ

ということを思いますので、その辺も考慮しながらぜひもっともっと交流

を深めてやってほしいと、そのように思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

以上で１件目を終わります。 

それでは次に、２件目のもっとにぎわいのある吉岡のまちづくりを質問

いたします。 

間もなく、あしたですね、島田飴まつり、花嫁道中行列が開催されます。

近年はＰＲ効果も大きく、町内を初め県内外から平日にもかかわらず多く

の人が良縁を求めてやってきております。 

しかし、吉岡のまちがにぎわうのはイベントを含め年に数えるだけしか

ないような気もいたします。もっとまちの中が活気あり、にぎわいがあり、

笑顔があり、笑い声が聞こえてくるような、夢中になれる場所、夢の中に

入れるような場所をつくってはどうでしょう。例えば中町でもどこでもい

いですから、一角にラーメン屋、あるいは焼きそば、タコ焼き、居酒屋、

カラオケボックスといったいろいろな店を集中してつくり、そしてその周

辺では野菜などの直売を行い、そうすることにより周りの商店にも足を運

ぶ人も多くなると思うような気もいたします。そうしますと、空き店舗な

どの解消にも大きくつながるのではないかななども思う気もいたすわけで

ございます。 

利府の屋台村、石巻のホット横丁は今にぎわっております。ホット横丁

は土曜・日曜日は1,500人ぐらい来る日もあるそうでございます。現在の

通過型観光から着地型観光にするためには、農業を交えた生産者・農協な

ども入れ、農商工連携も視野に入れて進めないと今の吉岡のまちは本当に

衰退してしまうような気もいたします。現在、県内でも復興期にいろいろ

と変えようとしております。本町でもこの機会をとらえ、中心市街地の活

性化策について農商工関係者と協議を重ね、もっとにぎわいのあるまちづ
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くりを進めていくべきと思いますが、町長のお考えを伺うものでございま

す。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

それでは、お答えいたしたいと思います。 

ご承知のとおり歴史と伝統のある島田飴まつり、毎年12月14日、あした

でございますが、１年に１日だけ開催される祭りでございまして、全国か

ら数多くの方々がお見えになる町内屈指の全国版イベントで、昨年は約

3,800人の人出でにぎわったところでございます。特に平成17年度から実

施いたしました花嫁道中行列を始めてから客足が伸び、縁結びの実績と相

まって年々増加の傾向にございます。 

町内商店をご利用いただくために、シャトルバスから歩いて商店街を通

過するようにし、まるごと市を同時開催して商店街の活性化を図っており

ます。 

にぎわいのあるまちづくりにつきましては、黒川商工会を事業主体とい

たしまして、平成21年度から23年度の３カ年事業で商店街にぎわいづくり

事業を実施しております。これはご存じのとおり町内個店への経営コンサ

ルタントによります巡回指導やまるごと茶屋、まるごとカフェでございま

すが、移転改装を行い、町民のコミュニティスペースとして活用いただく

とともに、今回の島田飴工房としても利用しているところでございます。 

吉岡地区商店街の活性化イコール大和町商店街の発展と考えますので、

一過性ではないリピート型の誘客を考えなければなりませんし、工業団地

への企業立地が進んでいることから、町内住宅団地等へ移転している従業

者の方々にも改めてＰＲの必要性を感じているところでございます。 

このことから、ことしは町の観光物産協会と連携いたしまして実施して

いるまるごとフェスティバルの会場、仙台市民広場前から町の南部のもみ

じヶ丘地区へ移動しております。「まるごとフェスティバルinもみじヶ

丘」としまして開催し、新米のすくいどりなどの旬の催し物のほか、地元
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飲食店や農業者の方など農商連携して21店の出店のもと多くの集客を得て、

都市住民との交流、農商工ＰＲができ、町中心部と町南部の距離が縮まっ

たのではないかと思っております。 

町としましては、新興住宅団地へお住まいの方へ、いろいろな機会を通

じて町中心部にも元気な商店街があることを認識していただくよう努めて

まいりますし、商店街にぎわいづくり事業で培ったメールサービスやブラ

ックボード等の活用により個店から積極的に元気を発信する取り組みを行

い、それが町内商店へ波及するよう黒川商工会とともに支援してまいりた

いと、このように考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

このにぎわいのまちづくりを黒川商工会で21年から23年の３カ年事業で

個店の巡回指導やまるごと茶屋の改装で島田飴の工房として今利用してお

りますね。「まるごとフェスティバルinもみじヶ丘」を農商連携でことし

開催したわけでございますが、私もこれに出品したわけですが、大分町と

町の南部が縮まってきたような感じもいたします。 

島田飴もいよいよあした開催されるわけでございますが、花嫁道中もあ

り、昨年は3,800人の人が集まり、県外からも縁を求めてやってきており

ますね。やっぱり島田飴を求めて早くなるので、どこかに泊まってくる人、

あるいは早朝に出てくる人もいると思いますので、本町にもホテル・旅館、

あるいは温泉などもございますので、もっと前日は宵祭りみたいなものを

して前夜祭、本町に宿泊してもらって盛り上げてはどうか、その辺、お伺

いするわけでございますが、そうしたイベントをすることで吉岡のまちも

またにぎわいも出てるのではないかと思います。それには地元商店街の人

たち、商工会の人たち、実行委員の人たちで協議し、町でも助言をしてや

るべきだと思います。そうすれば5,000人、6,000人ぐらいの人も来るので

はないかなと思うんですが、そういう期待があるんですが、町長の所見を

伺いたいと思います。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

 

町  長 （浅野 元君） 

島田飴の前夜祭ということでございますけれども、町でできることはあ

くまで一つの起爆剤といいますか、そういったことをやることによって人

が集まってもらうとかそういうことがあるわけでございまして、あと継続

的にやっていくというのは、やっぱり町民の皆さん方とかそういった方々

の熱意と協力があってできることだというふうに思っております。 

今、島田飴、１日ではございますけれども、非常に多くの方々が来られ

るということはそれだけ熱意がある主催者といいますか、そういった方々

の努力のたまものだというふうに思っておりまして、ああいったことを大

いに利用するという意味で前夜祭ということも一つ考えられないわけでは

ないと思いますが、そういった企画する方々の思い、12月14日をどうして

もメーンにしたいと、土日ではなくて14日という日にこだわりたい、八幡

様でやりたい、そういった思いもあるわけでございますので、お祭りに対

する思いと集客、にぎやかさを求める思いとがうまく合致すればいいので

すが、その辺のバランスの問題もあるのではないかと思います。 

全国から来てもらうこともさることながら、町内の方々に町内を知って

いただくということ、これも大切だというふうに思っておりまして、そう

いった意味で今回もみじヶ丘で例年仙台でやるお祭りをやりました。議員

もお店としても出店していただきましてありがとうございました。多くの

方々に喜んでもらったところがございます。 

震災の際に大和町のまち、商店街がにぎやかになったことは前にもお話

ししたかと思います。ほかの大きな店が販売できなくなった中で、もみじ

ヶ丘の人等も来られたかもしれませんし、南の新しいお客さんといいます

か、住民の方々も町に来られたようでございます。その中で、大和町吉岡

にこういった商店街があったのかと改めて気づいた住民の方もおったとい

うことでございまして、そういった方々にも町を知ってもらうということ
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が大切だというふうに思っております。 

前にも申したかもしれませんけれども、そういった意味合いを持ちまし

て、広報の方にそれぞれ商店街のお店を紹介して、今、企業の紹介という

のをやっていますけれども、広報に店の紹介をするとして、多くの方々に

そういった商店街がある、店があるということも知ってもらおうというこ

とで、今、商工会さんと協力をさせていただいてそういった企画も練って

おるところでございます。お祭りとかそういった大きな起爆剤も必要だと

思いますが、地味な活動といいますか、そういったことも含めて進めてい

ければというふうに思っておるところでございます。 

いずれ、こういったことにつきましては、町だけではなくてみんなの協

力、みんなの思いの中で進めていくということが基本だというふうに思っ

ております。これは商店街の方もそうですしお客さんもそうだと思います

ので、一致協力の起爆剤づくりといいますか、そういったものについて町

とすれば皆さんと一緒に協力して取り組んで、そしてそのことが火つけ役

になっていろいろな活動につながればというふうに思っておりまして、そ

ういったご協力、お手伝いをこれからも商工会等々と連携しながら進めて

まいりたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

私は14日だけ１日だけでもったいないなと思って今ご提案をしたわけで

ございます。 

私もたまたま島田飴とご縁がございまして、島田飴縁で結ばれた一人で

ございます。 

私も10年前は島田飴を箱に詰め方しておりました。７年ほど詰めておっ

たわけでございますが、この中で、答弁の中に縁結びの実績が相まってで

ございますが、これは何人ぐらい縁結ばれたか把握しているんですか、ち

ょっとお伺いしたいと思います。課長でもいいです。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

実績につきましては、課長の方からお答えします。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

産業振興課長庄司正巳君。 

 

産業振興課長 （庄司正巳君） 

今の質問の実績はということでございますが、拝めばそのご利益がある

と思っていますので、その方がすべてつながるというふうに思っておりま

す。 

数につきましては把握していないのが現状でございますので、ご理解を

お願いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

吉岡のケーキ屋さんで、島田飴で結ばれて今度結婚するのでケーキをつ

くってくれと、去年でしたか、２組ほど相談に来たそうでございます。だ

からかなり効果はあるのかなと私は思っているんですが、その実績が見え

ないということが残念なように思います。 

もし決まったような人たち、町の方にはあったかないかはわからないけ

れども、そういう人たちがもしいましたら、ぜひ島田飴売り場にでも写真

を出しておくとか、許可をとってね、そういうこともこれから一つのＰＲ、

島田飴効果、大いに効くということをやってもいいような気がするんです

けれどもね。 

それから、ことしの10月末に商工会の研修で石巻の視察に行ったとき、
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ホット横丁というのがございまして、そこを見てきたわけでございます。

16台のトレーラーハウスを用いて、屋根はアーケードになって、50メート

ルの長さに10の店があったわけです。そこに100人以上の人が働いている

そうです。小さな空間でも大きな夢はつくれないかということで始まった

ようですが、そのためには人と人とのきっかけづくりをしてつくり上げた

ものらしいです。そこにはカラオケボックスなんかあるんですが、歌謡ス

テージが毎日のようにあって、カラオケ大会なんかもやっているというこ

とでございました。私はこういったものが吉岡にあればいいなとイメージ

しながら話をしたんですが、セントラル自動車の社員ですが、近場に遊ぶ

場がないということ、そんなこともちょっと聞いたものですから、この辺

もいろいろ考えていくべきと思うんですが、町長、この辺どのようにお考

えかお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

石巻のホット横丁につきましては、被災地に、商店街が流されて店がな

くなったような状況のところにトレーラーを持ってきて仮設でやったとい

うふうなものだと思います。それとは別にそういったやり方はあるのかも

しれませんけれども、大和町の場合は今商店街が少なくともある中でそう

いったものを、そちらを利用する方がいいのかなと。例えばお祭りとかそ

ういった一時的なものでそういうやり方はあるのかもしれませんけれども、

商店街がある中ではやっぱりそういうことではなくてというふうに考えま

す。 

それから、遊ぶ場所ということでございますが、町で遊ぶ場所をつくる

というのはなかなか難しいことだと思います。そういったことの遊ぶ場所

というのはどういうふうなイメージなのか。それは要するにゲームセンタ

ーとかそういったイメージの遊ぶ場所なのか、それとも例えば……（「憩

いの場」の声あり）憩いの場。憩いの場といった場合に、夜の飲み屋さん

とかそういうこともあるのかもしれませんし、あとは例えば大和町ですと、
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そう言ったらあれですけれども、散策する場所とかそういったものについ

ては非常にいいところがあるとか、そういうところがあるというふうに思

います。 

よく子供のアンケートをとりますと、小学校とかの子供たちが欲しいも

のというのはディズニーランドとかそういう意見も出てきます。やっぱり

そういうのは確かに夢があっていいというふうに思うところでございます

けれども、町としてできることというようになるとまたちょっと違ってく

ると思いますので、その町に合った場といいますか、お店とかになります

とやっぱり商店街とか商売の方々の範囲でございますので、町でというの

はなかなか難しいと思いますので、そういった呼び込める環境づくりとか

そういったものに町としてはやっていく方がいいのかなというふうに思い

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

小さなお店はお店なりに、個店もいろいろアイデアを出しながら仕組み

づくりでもっとにぎわいになれるような店にしてほしいと思います。 

また、この間、私、吉岡のやまやに水を買いに行ったんですが、酒屋の

だんな殿がビールを買っていたんですが、あの辺も仕入れが安いのか、私

も変なふうに感じたんですが、その辺もやっぱり自分の店で酒を売ってい

れば自分の店で酒をちょうだいするとかなんとかと、その辺も考えなくて

はならないかなと私なりに思うんですが、ぜひ、商工会長さんもここにい

ますから、商工会、町、そして商店街の人たちと連携してにぎわいのまち

をつくっていくことを希望して２件目を終わりたいと思います。 

それでは、３件目の学校のトイレ保守点検につきまして質問いたします。 

学校のトイレは５Ｋというものがあると聞きます。「暗い・臭い・汚

い・壊れている・怖い」の五つの理由で使いづらいものを指すようであり

ます。 

学校のトイレは、学習の場、生活の場である学校としてふさわしい快適
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な環境で長く使い続けることが望まれております。 

今回、町内の小学校６校、中学校２校、分校と、全校調査しました学校

の中には構造上、掃除の大変きついトイレ、換気が十分でなくにおいのひ

どいトイレ、窓が全くなく明かりがとれなく日中でも電気をつけなければ

使用できないトイレがあり、今どきの小学校としては珍しいくらいであり

ます。 

また、ドアの金具が壊れて使えない、壁やタイルが地震で壊れて使えな

い、水が流れにくく使用禁止になっているトイレがありましたが、多く使

われている洋式トイレなので早期な整備が必要と思います。 

こうした事例が見られることから、改善策を講ずる上で、トイレの保守

点検に関する基準についてどのようになっているのか教育長に伺います。

以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

学校のトイレの保守点検についてでありますが、現在、町内の小中学校

に設置されているトイレの便器数は534基で、大便器が332基、小便器202

基となっております。大便器には和式と洋式がありますが、和式の割合は

男子用が59基で57％、女子用が65基の72％となっております。 

また、トイレの清掃につきましては、小学校では、昼食後に15分から20

分程度の掃除時間を設けている学校と授業がすべて終了した放課後に設け

ている学校とがあります。中学校は２校とも放課後に設定しており、Ａタ

イムが３時半から３時50分、Ｂタイムは３時から３時20分の設定により、

20分間の掃除を行い、きれいなトイレに努めております。 

小学校のトイレ掃除は、児童もまだまだ小さい体でもあり、担任の先生

や養護の先生方も一緒になって掃除を行うようにしております。また、一

部の学校ではトイレボランティアと称しまして地域の方々に清掃時に協力

をいただいております。今後はそのボランティアの輪を多くの学校に広げ

ていきたいと考えております。 
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におい対策につきましては、消臭剤や芳香剤を置くなどの工夫にて対応

するようにしております。 

また、今回の東日本大震災によるトイレの損壊につきましては、宮床中

学校南校舎内トイレ４カ所の壁面崩落と、吉岡小学校西側校舎の女子トイ

レ壁面タイルの剥離がありましたが、宮床中学校のトイレは既に補修工事

を終了しております。 

ご質問にありました洋式トイレの整備につきましては、今後各学校の需

要や要望の実態を図りながら計画的な整備に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

また、トイレの洋式化を進める中で、より快適で気持ちよく利用できる

トイレを目指しての改修等の環境づくりに努めたいと思っております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

今回、21日から３日間にわたって全校調査してみました。新しい学校は

改善されておりましたが、吉岡小学校ですね、古い校舎１階の男子トイレ、

全然明かり窓がなくて、日中も電気をつけっ放しになって、においをして

おりました。あれでは停電時に全く使えないのではないかなと思いました。 

また、掃除も子供たちでやっておりますが、電気の明かりだけで大丈夫

かなと思ったんですが、週１度、婦人会の人たちが来てボランティアで掃

除をしているということでしたが、今後も答弁ではボランティアを募って

婦人会の人なりやってもらうようなご答弁でしたが、これは小学校の明か

りをとる改善は考えていないんですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 
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ご質問の吉岡小学校のトイレの明かりについては、現在のところ大規模

改造になってしまうので、明かりについては考えていないところですが、

ただ、洋式化について考えていきたいし、議員がお話しになりましたお掃

除ですか、こちらについてはボランティアの方々をお願いしたり、また吉

岡小学校では児童の掃除もあるんですが、週１回は用務員の方が全体の掃

除をお願いしている状況でもございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 

 

 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

今、用務員の掃除と言いましたよね。婦人会のボランティアで掃除はさ

れていないんですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

婦人会のボランティアの方もお願いしておりますし、あと用務員の方も

掃除をお願いしております。これにつきましては難波分校の方も用務員の

方にお願いしております。子供たちも一緒にはやりますが、主に用務員の

方に週１回お願いしているところでございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

明かりとりがなかったら、停電になった場合なんかは使えないんですが、

どのように考えますか。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

お答えいたします。 

停電の場合については、そのときにつきましては別な方法ということに

なりまして、懐中電灯とか、またはもしかしたらその日はお掃除をしない

という方向で考えております。 

また、先ほど女子用の和式トイレの数字を私65と言ったということです

が、165でここを訂正させていただきます。 

明かりにつきまして、電線電灯つけるとなると今の状況では大変な結構

大幅な改造になると予想しているところでございます。 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

そうすると、そのトイレは使わないでほかのトイレを使うということで

すよね。わかりました。 

それから、いろいろ先生に案内してもらったんですが、先生方の声を聞

くと洋式を望む声が大分あるようでした。今はどこの家庭も、いろいろな

施設なんかも大分洋式がふえてきていますが、この辺はどのようなお考え

でしょうか。もっとふやす考えでありますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

すみません、議員、先ほどもトイレの清掃だけ中心に答えて申しわけあ

りませんでした。使用につきましては議員のおっしゃられるとおり、ほか

のトイレを使うという方向になると思います。 



 

 １１３

洋式化につきましては、現在３年計画を予定ということでしており、24

年度、25年度、26年度で、実際希望が出ておりますのは64基が各学校から

今のところ出てまいりますので、３年計画で予定をしているところでござ

います。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

今回、文科省で出しました冊子を見ますと、子供たちの意見を取り入れ

ながらトイレを改修していくというようなこともモデル校としてやってい

るところはあるんですが、本町としての考えはあるんですか。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

お答えいたします。 

できるだけそれに近いような形ということを考えておりますが、いずれ

にしても今予定した価格が１基16万8,000円の頭でいるものですから、で

きるだけ文科省で出しましたきれいなトイレということで進めたいなとい

うふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

堀籠英雄君。 

 

５  番 （堀籠英雄君） 

トイレは本当に汚いとなかなか子供たちも行くのも嫌だし、見ても嫌と

思いますので、ぜひ改修をしながらよりよい環境にされますことを期待し

まして終わりたいと思います。ありがとうございました。 



 

 １１４

 

議  長 （大須賀 啓君） 

以上で堀籠英雄君の一般質問を終わります。 

お諮りします。 

本日はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

   「異議なし」と呼ぶ者あり 

異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しまし

た。 

本日はこれで延会します。 

再開はあすの午前９時30分です。 

大変ご苦労さまでした。 

         

 午後４時４７分  延  会 


